
　資　料　９　　岩井市・猿島町合併申請書

 岩企企発第８５号　

 猿 企 発 第３２８号　

 平成１６年１０月７日　

　茨城県知事　　橋本　昌　様

 岩井市長　　石　塚　仁太郎　　

 猿島町長　　野　口　正　夫　　

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合について（申請）

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第１項の規定により，平成１７年３月２２日から岩井市及

び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって「坂東市」を設置することとしたいので，関係書類を添

えて申請します。

記

１　廃置分合について　

　�　廃置分合の期日

　�　合併の方式

　�　新市の名称

　�　新市の事務所の位置

　�　廃置分合を必要とした理由

２　廃置分合に至る経緯の概要

３　関係市町の議会の議決書

　�　廃置分合に関する議会の議決書謄本

　�　財産処分に関する議会の議決書謄本

　�　経過措置に関する議会の議決書謄本

　�　議会の議員の定数に関する議会の議決書謄本

　�　地域審議会の設置に関する議会の議決書謄本

４　関係市町の議会の会議録の写し

５　協議書の写し

　�　財産処分に関する協議書の写し

　�　経過措置に関する協議書の告示の写し

　�　議会の議員の定数に関する協議書の告示の写し

　�　地域審議会の設置に関する協議書の告示の写し

６　合併協定書

７　坂東市建設計画

８　関係市町の現況表

９　市となるための要件を証する資料

１０　その他関係資料

 

－ ２２０ －



１　廃置分合について　
　�　廃置分合の期日

　　平成１７年３月２２日とする。

　�　合併の方式

　　岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置する新設合併とする。　

　�　新市の名称

　　ア　新市の名称

　　　　新市の名称を「 坂  東 市」とする。
�����

　　イ　選定の理由

　新市の名称は，岩井市・猿島町・境町合併協議会において，関係市町の住民（小学４年生以上）を

対象に公募し，「坂東市」に決定したものであるが，岩井市・猿島町合併協議会においても，この１市

２町合併協議会での協議結果を踏襲することとし同名称で決定した。

　理由として，この地域は，歴史的にも古くから坂東と呼ばれていることに加え，坂東太郎（利根川）

や坂東武者から連想されるイメージから，関東地方の中心となる雄大で力強い新市として発展してい

くことが期待され，また，坂東太郎（利根川）により地理的な位置が把握できることから選定された。

　�　新市の事務所の位置

　　ア　新市の事務所の位置

　　　　新市の事務所の位置を岩井市役所の位置とする。

　　　　　岩井市大字岩井４３６５番地　

　　イ　選定の理由

　新市の事務所の位置については，岩井市・猿島町・境町合併協議会での協議決定内容を基本的に踏

襲することとし，１市１町の庁舎へ配置する機能等の検討を行い，岩井市・猿島町合併協議会において

は，次のように決定した。

１　分庁方式を採用することとし，それぞれ岩井庁舎，猿島庁舎と呼称する。

　　①新市の事務所の位置は，岩井庁舎の位置とする。

②各庁舎へ配置する機能は，原則として，岩井庁舎へは総務部門，企画部門，市民部門，環境部

門，商工観光部門，建設部門，議会を，猿島庁舎へは保健福祉部門，農政部門，教育部門，農

業委員会を配置することとする。

③住民サービスの混乱を招かないよう，分庁方式へ移行するまでの経過措置として，当面の間，

現行の組織を活用し対応する。

２　合併後の新庁舎の建設位置については，概ね中心部とし，新市において協議する。

　�　廃置分合を必要とした理由

　　ア　位置と地勢

　岩井市と猿島郡猿島町（以下「１市１町」という）は，茨城県の南西部，首都東京から５０㎞，県都

水戸からは約７０ｋｍの距離に位置しており，東は，水海道市及び結城郡石下町，北は猿島郡三和町・

結城郡八千代町，西は猿島郡境町，南は利根川を挟んで千葉県野田市と接している。

　１市１町をとりまく自然環境は，南西側に利根川，南側に飯沼川，東側に西仁連川などの河川が流

れているとともに，南端には菅生沼があり，野鳥や昆虫などが生息する首都圏において貴重な水辺空

間が残されている。また，中央部は猿島台地と呼ばれる概ね平坦な台地が広がっており，田・畑地や

山林など良好な自然環境が残されている。

　気候は，太平洋型で，年平均気温は１５．０℃，年間降雨量は１，２９３㎜と比較的温暖な地域となっている。

　　イ　人口と面積
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　平成１２年の国勢調査による総人口は，５８，６７３人であり，平成７年の５９，７３８人に比べると僅かに減少

している。

　世帯数は，平成１２年が１５，７０７世帯であり，平成７年の１５，３２５世帯と比べると３８２世帯の増加となって

いる。１世帯当たりの人口は，平成１２年は３．７４人で平成７年の３．９０人に比較して，核家族化が進行し

ている。

　年齢階層別人口の構成比は，平成１２年の年少人口が１５．４％，生産年齢人口が６７．０％，老年人口が

１７．６％であり，各区分の推移は，年少人口が減少傾向，生産年齢人口が横ばい，老年人口が増加傾向

にある。

　就業者人口は，平成１２年に第１次産業が１４．１％，第２次産業が４２．７％，第３次産業が４２．９％となっ

ており，第１次産業が減少，第２次産業が横ばい，第３次産業が増加傾向にある。

１市１町の総面積は，１２３．１８�（岩井市：９０．７２�，猿島町：３２．４６�）で，県土の約２．０％を占めてお

り，区域は，東西約１２㎞，南北約２０㎞となっている。

　　ウ　沿革

　岩井市は，明治２２年４月施行の市制町村制により，岩井村，弓馬田村，飯島村，神大実村，七郷村，

中川村，長須村，七重村が誕生し，同３２年岩井村が町制を施行する。昭和３０年には，１町７村が合併し

て岩井町となり，昭和４７年に市制を施行して岩井市となり現在に至っている。

猿島町は，明治２２年４月施行の市制町村制により，生子菅村，逆井山村，沓掛村が誕生し，昭和２９年

に沓掛村が町制を施行した。昭和３０年２月に生子菅村と逆井山村が合併して富里村となり，さらに同

３１年４月には，沓掛町と富里村が合併して猿島町となり，現在に至っている。

　

　　エ　１市１町の現況

　１市１町の生活及び交流の状況をみると，通勤・通学・買物・医療などの住民生活の行動範囲につ

いて，一体的な地域を形成しており，道路交通については，特に国道３５４号，主要地方道結城岩井線，

主要地方道土浦境線，県道中里岩井線などが１市１町の発展や両市町民の交流を支えている。

　さらに行政面においても，１市１町は，同一の広域市町村圏に属し，ごみ処理や消防体制などについ

て，一部事務組合において共同で取り組みを進めているほか，公共施設の相互利用なども実施してき

た。さらに，広域的な諸計画においても，この１市１町は，一体的な地域としてゾーニングされ，地

域振興が図られてきたところである。

　　オ　廃置分合を必要とした理由

　１市１町は，次の３つの観点から，２１世紀を迎え，新しい時代の潮流の中で，一体的な地域社会の

発展を図り，地域住民の福祉向上に寄与するとともに，首都圏近郊整備地帯に位置する地域として，

広域交通体系の整備効果や地域の特性を生かして，人，もの，情報の交流が活発で，かつ，活力と魅

力のあふれる安心して暮らせる都市づくりを進めるため，住民の意思により，１市１町が対等の立場に

立って合併し，市制を施行しようとするものである。

　　　◎日常生活の行動範囲の拡大への対応

　１市１町は，地理的に連たんし，歴史的・文化的に深い関わりを有しているほか，交通・通信手段

等の進展によって，通勤・通学，買い物，医療などの日常生活の行動範囲も，現在の行政区域を越え

て広域化していることから，これらに対応した広域的で均質な行政サービスの提供が求められている。

このような状況のなか，１市１町は，ごみ処理や消防体制などについて共同で取り組み，また，公共施

設の相互利用なども実施しているところである。

　今後，首都圏中央連絡自動車道や国道３５４号バイパス，主要地方道結城岩井線バイパス等の整備によ

り，当地域では住民生活の様々な分野で一層一体化が促進すると予想され，ますます広域的な取り組

みが必要になってきている。

　このため，１市１町が合併することにより，このような行政需要に対応した一体的で，計画的な行政
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を推進し，広域的かつ効率的なまちづくりを進める必要がある。

　　　◎地方分権と多様化，高度化する行政需要への対応

　少子高齢化や情報化の進展，女性の社会進出などの社会情勢の変化に伴い，行政需要は多様化，高

度化している。

　このような行政需要に対応するためには，行政の企画立案能力・総合調整能力の向上，専門職員の

確保や養成など，総合的な行財政能力の強化が必要となる。

　また，地方分権の進展に伴い，住民への身近なサービスの提供は，行政が自らの判断と責任におい

て決定し，実施することが重要になっている。

　このためには，基礎的自治体として主体的，自立的な行政運営が可能となるよう，一層行財政基盤

を強化することが不可欠である。

　　　◎プロジェクトなどへの対応

　１市１町は，首都圏中央連絡自動車道や国道３５４号バイパス等の整備により，新たな交流時代を迎え

ることとなる。今後のまちづくりにおいては，これらの効果を有効に活用していくことが求められて

おり，広域的に取り組んでいく必要がある。

　また，１市１町は全国でも有数の生鮮野菜の生産を誇る地域であり，広大な畑地は当地域を特徴付け

る共通の地域資源である。今後，地域間競争が激しさを増す中で，広域的な取り組みによりブランド

化を図るなど，地域の発展や活性化につなげていく必要がある。

２　廃置分合に至る経緯の概要　
　当地域の合併については，平成１４年５月に古河市，岩井市並びに猿島郡５町（総和町，五霞町，三和町，

猿島町，境町）の市町長，議会議長等で構成する「猿島地域市町合併懇話会」が設置されたことで合併の協

議が開始され，この中で合併特例法の期限内に実現可能な枠組みを検討すること等が話し合われた。

　岩井市，猿島町，境町においては，平成１４年８月から９月にかけて，岩井市議会，猿島町議会，境町議会

において合併推進に関する特別委員会が設置され，合併に関する協議検討を進めてきた。

　このような中，平成１４年１２月から平成１５年２月にかけて，この１市２町の合併推進に関し，地域説明会を

開催するとともに，住民の意向を調査するためのアンケート調査を実施し，合併の賛否については，６０％～

７０％以上の賛成，そのうち１市２町での合併については，５０％～７０％以上が賛成となった。

　このような状況を踏まえ，平成１５年３月には，１市２町による合併を推進するための基本的事項等について，

相互に連携を図りながら研究及び協議を行うために，１市２町の執行部と議会代表による「岩井市・猿島町・

境町合併研究会」を設置し，第２回目の研究会において，同年５月に法定合併協議会を設置することを確認

した。これを受けて，同年５月１４日に法定合併協議会を設置し，同日第１回岩井市・猿島町・境町合併協議

会を開催した。以後平成１６年７月までに１７回の協議会を開催し，建設計画を含め３８項目の協議検討項目を協

議した。

　また，同年５月下旬から６月上旬にかけて，各小学校区単位に住民説明会を開催し，合併協議の内容等に

ついて説明を行った。

　しかしながら，境町において，合併の是非について賛否を問う住民投票が実施されることとなり，境町長

から協議会休止の要請書が提出され，７月９日の第１７回合併協議会を最後に１市２町の合併協議会は休止と

なった。

　このような状況に鑑み，岩井市と猿島町においては，１市２町の合併推進を基本として継続していくものと

するが，住民投票の結果によっては，１市２町の合併が困難となる場合も想定されることから，平成１７年３月

の合併特例法期限内の合併を目指して，岩井市と猿島町の合併推進についても並行して協議を行うこととし，

平成１６年７月に改めて住民説明会を開催した。その結果，１市１町での合併を推進することに住民の理解が

得られたことから，同年８月６日に岩井市・猿島町合併協議会を設置した。同年８月１２日には，「第１回岩井

市・猿島町合併協議会」を開催し，同年８月３０日の第２回合併協議会までに，新市建設計画を含む３８項目の

協議検討項目の協議を整えた。
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　一方では，境町において，同年９月１２日に合併の是非について賛否を問う住民投票が実施され，反対８，６９９

票，　賛成６，１２４票となり，合併反対が賛成を上回る結果となった。

　これらの結果を踏まえ，１市１町は，同年９月２７日に第３回合併協議会を開催し，建設計画を決定，合併に

係る全ての協議を整え，同年９月２７日，合併協定書に調印，同年１０月７日，各議会の議決を経て，合併申請

の運びとなった。

　◎合併申請までの経緯　（○は１市２町協議会，◎は１市１町協議会の内容）

 

－ ２２４ －

内　　　　　容期　　日

【岩井市】市町村合併研究会を設置（以後１２回会議開催）
平成１３年
 ４月４日

猿島郡市町合併担当課長会議発足・第１回会議開催（以後１１回会議開催）
（古河市・岩井市・総和町・五霞町・三和町・猿島町・境町の２市５町）
※第４回会議以降，古河市，総和町参加せず。

 ６月７日

【猿島町】市町村合併研究会を設置・第１回会議開催（以後３回会議開催） ８月１日

猿島郡市町合併担当課長会議で「猿島地域市町合併に関する報告書」作成
（岩井市・五霞町・三和町・猿島町・境町の１市４町）

平成１４年
 ４月２３日

【岩井市】市町村合併研究会で市町村合併に関する報告書を作成。市長へ報告 ５月２０日
猿島地域市町合併懇話会発足・第１回会議開催（以後５回会議開催）
（古河市・岩井市・総和町・五霞町・三和町・猿島町・境町の２市５町）

 ５月２４日

【境　町】境町議会合併推進特別委員会設置 ８月９日
【猿島町】猿島町議会市町村合併調査特別委員会設置 ９月９日
【岩井市】岩井市議会市町村合併推進特別委員会設置 ９月２０日
猿島地域市町合併懇話会主催で，総務省自治行政局課長補佐からの合併説明会開催 １２月３日
岩井市長，猿島町長，境町長間において協議 １２月１７日
岩井市，猿島町，境町の１市２町において住民説明会を実施するとともに，住民アンケー
トを実施
［住民説明会］　
　【岩井市】平成１５年１月１８日～２月２日まで９箇所で実施
　【猿島町】平成１４年１１月１２日～１２月１４日まで２０箇所で実施
　　※境町は，地区懇談会で合併について説明
［アンケート］（回答期間）
　【岩井市】平成１５年２月７日～２月１７日　　
　【猿島町】平成１４年１２月２４日～平成１５年１月１０日
　【境　町】平成１５年１月１４日～２月４日

平成１４年１１月
～平成１５年２月

県職員派遣申請１月２８日
岩井市長，猿島町長，境町長間において協議２月２６日
岩井市長，猿島町長，境町長が１市２町の合併推進について共同記者会見３月１２日
岩井市・猿島町・境町合併研究会設置要綱を施行３月２５日
猿島地域市町合併懇話会を解散３月２６日
岩井市・猿島町・境町職員，県派遣職員を合併研究会事務局へ配置４月１日
岩井市長，猿島町長，境町長が茨城県知事へ合併重点支援地域の指定申請４月３日
合併重点支援地域の指定４月１１日
第１回岩井市・猿島町・境町合併研究会開催
　・法定合併協議会設置検討

４月１１日

第２回岩井市・猿島町・境町合併研究会開催
　・法定合併協議会設置決定

４月２１日

岩井市，猿島町，境町の各議会で臨時議会を開催，法定合併協議会設置議案を議決４月３０日
○岩井市・猿島町・境町合併協議会（法定合併協議会）を設置
○第１回合併協議会
（報告事項）・合併協議会規約，専門部会設置規程等
（協議事項）・会議運営規程，小委員会設置規程等【承認】
　　　　　　・１５年度事業計画，予算【承認】

　　　　　　　
　　５月１４日



 

－ ２２５ －

内　　　　　容期　　日

○第２回合併協議会　
（協議事項）・合併の方式【承認】（新設合併）
　　　　　　・合併の時期（目標）【承認】（平成１７年３月を目標）
　　　　　　・協議検討項目（協定項目）【承認】（３８項目）
　　　　　　・協議検討スケジュール【承認】

平成１５年
　　６月５日

○第３回合併協議会
（協議事項）・新市建設計画策定方針【提案】
　　　　　　・行政制度等の調整基本方針【提案】

　　７月７日

○第４回合併協議会
（協議事項）・新市建設計画策定方針【承認】
　　　　　　・行政制度等の調整基本方針【承認】
　　　　　　・新市の事務所の位置の検討方法【提案】
　　　　　　・新市の名称の検討方法【提案】

　　８月６日

○第５回合併協議会
（協議事項）・新市の事務所の位置の検討方法【承認】
　　　　　　・新市の名称の検討方法
　　　　　　・新市まちづくり計画に係る基本構想（原案）【提案】

　　９月８日

岩井青年会議所が「市民のための合併対話集会」を開催１０月１日

○第６回合併協議会
（協議事項）・新市の名称の検討方法【承認】
　　　　　　・新市まちづくり計画に係る基本構想（原案）【承認】
　　　　　　・新市の事務所の位置（１市２町の事務所の現況等）

　１０月９日

○新市名称を公募
　　１市２町内に居住する小学校４年生以上を対象に公募

１１月１日
　　～３０日

○第７回合併協議会
（協議事項）・新市名称検討小委員会名称候補絞り込み基準等【承認】

　１１月１０日

○第１回新市名称検討小委員会
　　絞り込み方法（絞り込みスケジュール，絞り込み手順）

　１１月２８日

○第８回合併協議会
（協議事項）・新市の事務所の位置（１市２町合併後の事務所の考え方等）
　　　　　　・行政制度等の調整方針案
　　　　　【提案】地域審議会の設置，慣行の取扱い，窓口業務の取扱い

１２月５日

○第２回新市名称検討小委員会
　　応募はがきの審査（応募総数２，５５３点，有効１，８０６点，無効７４７点）
　　第１次選定方法を決める（各委員１人１０点以内を選定）

１２月１７日

○第３回新市名称検討小委員会
　　第１次選定を開始

　１２月２６日

○第４回新市名称検討小委員会
第１次選定を終了，名称候補を６６点に絞り込む
第２次選定方法を決める（各委員１人２点を選定）

平成１６年
１月１３日

○第９回合併協議会
（報告事項）・新市名称検討小委員会中間報告
（協議事項）・新市の事務所の位置
（市長・町長，各議長の６者で，今後，協議会で提案するための案を作成することとした）
・行政制度等の調整方針案
【承認】慣行の取扱い，窓口業務の取扱い
【提案】町・字名の取扱い，姉妹都市・国際交流事業の取扱い，電算システムの取扱い

　　１月１６日

○第５回新市名称検討小委員会
　第２次選定を実施，名称候補を１８点に絞り込む

１月２１日



 

－ ２２６ －

内　　　　　容期　　日

○第６回新市名称検討小委員会
　地名の専門家による講話
　　講師：茨城工業高等専門学校名誉教授　佐久間　好雄氏
　　　　　筑波大学教授　谷川　彰英氏
　読みや漢字の違う名称を統一し，１８点を１６点に

平成１６年
２月１日

○第７回新市名称検討小委員会
　投票により名称候補を１０点に絞り込む
　（ 下  総  市 ， 坂  東  市 ， 大  利  根  市 ， 緑  野  市 ， 利  根  市 ， 幸  市 ， 将  門  市 ，みどりの 市 ，むつ

�������� ����	��� 

������� ������� ������ ������� �������� �

み 野  市 ， 西  南  市 ）
���� �������

２月３日

○第１０回合併協議会
（報告事項）・新市名称検討小委員会報告
（協議事項）・新市の名称【提案】（名称の決定方法）
・行政制度等の調整方針案
　【承認】町・字名の取扱い，姉妹都市・国際交流事業の取扱い，
　　　　　　　　　電算システムの取扱い
　【提案】条例・規則の取扱い，消防団の取扱い，環境業務の取扱い，健康事業の取扱い，
福祉事業の取扱い，介護保険事業の取扱い，商工観光事業の取扱い，建設関係事業の取扱
い，学校教育事業の取扱い，生涯学習事業の取扱い

２月９日

○第１１回合併協議会
（協議事項）・新市の名称【承認】（名称の決定方法）
・新市まちづくり計画（素案）【提案】
・行政制度等の調整方針案
　【承認】条例・規則の取扱い，消防団の取扱い，環境業務の取扱い，健康事業の取扱い，
福祉事業の取扱い，介護保険事業の取扱い，商工観光事業の取扱い，建設関係事業の取扱
い，学校教育事業の取扱い，生涯学習事業の取扱い
　【提案】一部事務組合等の取扱い，使用料・手数料等の取扱い，公共的団体等の取扱い，
補助金・交付金等の取扱い，行政連絡機構の取扱い，農林水産事業の取扱い，水道事業の
取扱い，下水道事業の取扱い

　　３月２日

境町議会において，「岩井市及び猿島町と合併することについて町民の意志を問う住民投
票条例」を可決する。

３月１８日

○第１２回合併協議会
（協議事項）・新市の事務所の位置
　　　　　　　（市長・町長，各議長による６者協議の経過報告）
　　　　　　・新市の名称について（未協議）
　　　　　　・新市まちづくり計画（素案）【承認】
　　　　　　・行政制度等の調整方針案

【承認】一部事務組合等の取扱い，使用料・手数料等の取扱い，公共的団体
等の取扱い，補助金・交付金等の取扱い，行政連絡機構の取扱い，
農林水産事業の取扱い，水道事業の取扱い，下水道事業の取扱い

　【提案】地方税の取扱い，納税の取扱い，国民健康保険事業の取扱い
　　　　　　・１６年度事業計画，予算【承認】

３月２９日

○第１３回合併協議会
（協議事項）・新市の事務所の位置【提案】
　　　　　　　（市長・町長，各議長による６者協議で取りまとめた案を提出する）
　　　　　　・新市の名称（３点に絞り込む）
　　　　　　　（ 坂  東  市 ・ 緑  野  市 ・ 将  門  市 ）

�������� ����	��� 
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　　　　　　・行政制度等の調整方針案
【承認】地方税の取扱い，納税の取扱い，国民健康保険事業の取扱い
【提案】一般職の職員の身分の取扱い

４月２０日

○１市２町の新市建設計画（案）の県知事との事前協議提出　　４月２１日



 

－ ２２７ －

内　　　　　容期　　日

○第１４回合併協議会
（協議事項）・新市の事務所の位置【承認】
　　　　　　・新市の名称【承認】（ 坂  東  市 に決定）

�������

　　　　　　・行政制度等の調整方針案
【承認】一般職の職員の身分の取扱い

平成１６年
　　５月１１日

○合併に関する住民説明会を開催
　（岩井市，猿島町，境町と岩井市・猿島町・境町合併協議会の共催）
　　岩井市，猿島町，境町の１市２町内１８会場で開催

５月２０日
～６月９日

○第１５回合併協議会
（協議事項）・合併の期日【承認】
　　　　　　・行政制度等の調整方針案

【継続】地域審議会の設置
【提案】財産の取扱い，議会議員の定数及び任期の取扱い，農業委員会委員

の定数及び任期の取扱い，特別職の職員の身分の取扱い，組織及び
機構の取扱い，慣行の取扱い（追加）

　　　　　　・坂東市まちづくり計画（案）【提案】
（報告事項）・１５年度事業報告
（認定事項）・１５年度歳入歳出決算

　　５月２８日

茨城県議会「市町村合併に伴う新生活圏づくり調査特別委員会」において，岩井市，猿島
町，境町の１市２町による新市建設計画について審議

６月１８日

○第１６回合併協議会
（協議事項）・坂東市まちづくり計画（案）【承認】
　　　　　　・行政制度等の調整方針案

【承認】地域審議会の設置，財産の取扱い，農業委員会委員の定数及び任期
の取扱い，組織及び機構の取扱い，慣行の取扱い（追加）

【継続】議会議員の定数及び任期の取扱い，特別職の職員の身分の取扱い

　　６月２５日

○１市２町の新市建設計画（案）の県知事との本協議提出　　６月２８日

境町議会において，「岩井市及び猿島町と合併することについて町民の意志を問う住民投
票実施を求める決議案の採択について」の議案が可決される。

７月５日

○１市２町の新市建設計画（案）の県知事との本協議，異議ない旨の回答　　７月７日
○第１７回合併協議会
（協議事項）・今後の協議の進め方について

・境町の住民投票実施に伴い，境町長から合併協議会休止の要望書が提出さ
れ，これを受けて，岩井市長，猿島町長から境町長へ「早期の住民投票実
施と議会を含めた結論を９月中に出すこと」，「１市２町の合併推進を基本
とするが，この合併が困難になることも予想されることから１市１町での
合併推進を検討せざるを得ないこと」について申し入れる。

　　　　　　　※岩井市・猿島町・境町合併協議会の休止を決定

　　７月９日

岩井市，猿島町での合併推進について，各市町で住民説明会開催
【岩井市】７月２６日～７月３０日，３箇所で開催
【猿島町】７月２６日～７月２９日，４箇所で開催

７月２６日
～３０日

岩井市，猿島町の各議会で臨時議会を開催し，岩井市・猿島町法定合併協議会設置を議決。
岩井市・猿島町合併協議会を設置。

８月６日

◎第１回合併協議会
（報告事項）・合併協議会規約，専門部会設置規程等
（協議事項）・会議運営規程，小委員会設置規程等【承認】

・１６年度事業計画，予算【承認】
・協議検討項目（協定項目）【承認】
・行政制度等の調整基本方針【承認】
・新市建設計画策定方針【承認】

　　８月１２日



１　廃置分合に関する議会の議決書謄本

議案第６１号

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第１項の規定により，平成１７年３月２２日から岩井市及

び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置することを茨城県知事に申請することにつ

いて，同条第５項の規定により，議会の議決を求める。

　　　平成１６年１０月７日提出

 岩井市長　　石　塚　仁太郎　　

　平成１６年１０月７日　原案可決

　　岩井市市議会議長　野本良一

　本書は議決書の謄本である

　平成１６年１０月７日　原案可決

－ ２２８ －

内　　　　　容期　　日

・合併の方式【承認】
（新設合併とする）
・合併の期日【承認】
（平成１７年３月２２日とする）
・新市の名称【承認】
「 坂  東  市 」
�������

・新市の事務所の位置【承認】
（岩井庁舎とする）

平成１６年

◎第２回合併協議会　
（協議事項）・行政制度等の調整方針案

【承認】
　協議検討項目「財産の取扱い」ほか３２項目
・坂東市建設計画（案）【承認】

　　８月３０日

◎岩井市，猿島町の１市１町の新市建設計画（案）の県知事との本協議提出　８月３０日
境町で「岩井市及び猿島町と合併することについて町民の意志を問う住民投票」を実施
・開票の結果，反対８，６９９票，賛成６，１２４票で反対票が賛成票を上回る。

９月１２日

茨城県議会「市町村合併に伴う新生活圏づくり調査特別委員会」において，１市１町によ
る新市建設計画について審議

９月２２日

◎岩井市，猿島町の１市１町の新市建設計画（案）の県知事との本協議，異議ない旨の回
答

　　９月２４日

境町長から，岩井市長，猿島町長に対して，１市２町の合併協議会（岩井市・猿島町・境
町合併協議会）からの離脱の申し入れ

９月２４日

◎第３回合併協議会
（協議事項）・坂東市建設計画【決定】
●合併協定調印式
・岩井市，猿島町の両市町長が合併協定を締結

　　９月２７日

●岩井市，猿島町の両市町議会の臨時議会において，合併関連議案を議決
●合併協定締結報告・合併申請式

　　１０月７日



　　岩井市市議会議長　野本良一

議案第４５号

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第１項の規定により，平成１７年３月２２日から岩井市及

び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置することを茨城県知事に申請することにつ

いて，同条第５項の規定により，議会の議決を求める。

　　　平成１６年１０月７日提出

 猿島町長　　野　口　正　夫　　

　平成１６年１０月７日　原案可決

　　猿島町議会議長　稲毛田眞平

　猿議証第１０号

　　上記は議決書の謄本である

　　　平成１６年１０月７日

　　　　猿島町議会議長　稲毛田眞平

２　財産処分に関する議会の議決書謄本　

議案第６２号

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議について

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴う財産処分について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第４項の規定により，別紙の

とおり猿島郡猿島町と協議のうえ定めることについて，同条第５項の規定により，議会の議決を求

める。

　　　平成１６年１０月７日提出

 岩井市長　　石　塚　仁太郎　　

　平成１６年１０月７日　原案可決

　　岩井市市議会議長　野本良一

　本書は議決書の謄本である

　平成１６年１０月７日　原案可決

　　岩井市市議会議長　野本良一

 

－ ２２９ －



議案第４６号

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議について

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴う財産処分について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第４項の規定により，別紙の

とおり岩井市と協議のうえ定めることについて，同条第５項の規定により，議会の議決を求める。

　　　平成１６年１０月７日提出

 猿島町長　　野　口　正　夫　　

　平成１６年１０月７日　原案可決

　　猿島町議会議長　稲毛田眞平

　猿議証第１０号

　　上記は議決書の謄本である

　　　平成１６年１０月７日

　　　　猿島町議会議長　稲毛田眞平

別紙

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議書

平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置することに

伴う財産処分について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第４項の規定により，下記のと

おり定めるものとする。

記

　岩井市及び猿島郡猿島町の財産及び債務は，すべて坂東市に帰属させる。

　ただし，特定目的基金については，当該事業を推進するための財源として旧市町単位で特例的運

用を認めるものとする。

　　　平成１６年１０月７日

 岩井市長　　石　塚　仁太郎　　

 猿島町長　　野　口　正　夫　　

３　経過措置に関する議会の議決書謄本

議案第６３号

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議について

－ ２３０ －



　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴い，市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）による経過措置を，別紙のとおり

猿島郡猿島町と協議のうえ定めることについて，同法第７条第４項において準用する同法第６条第

８項及び同法第８条第４項において準用する同法第６条第８項の規定により，議会の議決を求める。

　　　平成１６年１０月７日提出

 岩井市長　　石　塚　仁太郎　　

　平成１６年１０月７日　原案可決

　　岩井市市議会議長　野本良一

　本書は議決書の謄本である

　平成１６年１０月７日　原案可決

　　岩井市市議会議長　野本良一

議案第４７号

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議について

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴い，市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）による経過措置を，別紙のとお

り岩井市と協議のうえ定めることについて，同法第７条第４項において準用する同法第６条第８項

及び同法第８条第４項において準用する同法第６条第８項の規定により，議会の議決を求める。

　　　平成１６年１０月７日提出

 猿島町長　　野　口　正　夫　　

　平成１６年１０月７日　原案可決

　　猿島町議会議長　稲毛田眞平

　猿議証第１０号

　　上記は議決書の謄本である

　　　平成１６年１０月７日

　　　　猿島町議会議長　稲毛田眞平

別紙

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議書

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴う，岩井市及び猿島郡猿島町の議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期等について，市

町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）により，下記のとおり定めるものとする。

－ ２３１ －



記

１　議会の議員の在任

　　岩井市及び猿島郡猿島町の議会の議員は，市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１

号の規定を適用し，平成１８年１２月２１日まで引き続き坂東市の議会の議員として在任するものとす

る。

２　農業委員会の委員の任期等

　　新市に１つの農業委員会を設置するものとし，岩井市及び猿島郡猿島町の農業委員会の選挙に

よる委員は，市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し，合併後１年

間引き続き坂東市の農業委員会の選挙による委員として在任するものとする。

　　農業委員会等に関する法律第７条の規定による新市の選挙による委員の定数は，１８人とするも

のとする。

　　新市の選挙の単位は，旧市町の区域に１選挙区を設けることとし，各選挙区において選挙すべ

き定数は，新市において定めるものとする。

　　　平成１６年１０月７日

 岩井市長　　石　塚　仁太郎　　

 猿島町長　　野　口　正　夫　　

４　議会の議員の定数に関する議会の議決書謄本

議案第６４号

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議について

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴う議会の議員の定数について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９１条第７項の規定により，

別紙のとおり猿島郡猿島町と協議のうえ定めることについて，同条第１０項の規定により，議会の議

決を求める。

　　　平成１６年１０月７日提出

 岩井市長　　石　塚　仁太郎　　

　平成１６年１０月７日　原案可決

　　岩井市市議会議長　野本良一

　本書は議決書の謄本である

　平成１６年１０月７日　原案可決

　　岩井市市議会議長　野本良一

議案第４８号

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議について

－ ２３２ －



　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴う議会の議員の定数について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９１条第７項の規定により，

別紙のとおり岩井市と協議のうえ定めることについて，同条第１０項の規定により，議会の議決を求

める。

　　　平成１６年１０月７日提出

 猿島町長　　野　口　正　夫　　

　平成１６年１０月７日　原案可決

　　猿島町議会議長　稲毛田眞平

　猿議証第１０号

　　上記は議決書の謄本である

　　　平成１６年１０月７日

　　　　猿島町議会議長　稲毛田眞平

別紙

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴う議会の議員の定数について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９１条第７項の規定により，

下記のとおり定めるものとする。

記

　坂東市議会の議員の定数は，２６人とする。

　　　平成１６年１０月７日

 岩井市長　　石　塚　仁太郎　　

 猿島町長　　野　口　正　夫　　

５　地域審議会の設置に関する議会の議決書謄本

議案第６５号

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議について

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴い，市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５条の４第１項の規定に基づ

く地域審議会を，別紙のとおり猿島郡猿島町と協議のうえ設置することについて，同条第３項の規

定により，議会の議決を求める。

　　　平成１６年１０月７日提出

－ ２３３ －



 岩井市長　　石　塚　仁太郎　　

　平成１６年１０月７日　原案可決

　　岩井市市議会議長　野本良一

　本書は議決書の謄本である

　平成１６年１０月７日　原案可決

　　岩井市市議会議長　野本良一

議案第４９号

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議について

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴い，市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５条の４第１項の規定に基づ

く地域審議会を，別紙のとおり岩井市と協議のうえ設置することについて，同条第３項の規定によ

り，議会の議決を求める。

　　　平成１６年１０月７日提出

 猿島町長　　野　口　正　夫　　

　平成１６年１０月７日　原案可決

　　猿島町議会議長　稲毛田眞平

　猿議証第１０号

　　上記は議決書の謄本である

　　　平成１６年１０月７日

　　　　猿島町議会議長　稲毛田眞平

別紙

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置することに伴い

岩井市及び猿島町の区域ごとに，それぞれ岩井地域審議会及び猿島地域審議会を設置することにつ

いて，市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５条の４第２項の規定により，

下記のとおり定めるものとする。

記

　（設置）

第１条　市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５条の４第１項の規定に基づ

き，岩井市及び猿島町の区域であった区域（以下「関係区域」という。）ごとに，それぞれ岩井

地域審議会及び猿島地域審議会を置く。

－ ２３４ －



　（所掌事務）

第２条　地域審議会は，関係区域ごとに，当該区域に係る次に掲げる事項について，市長の諮問に

応じて審議し，答申するものとする。

　�　新市建設計画の変更に関する事項

　�　新市建設計画の執行状況に関する事項

　�　その他市長が必要と認める事項

２　地域審議会は，必要と認める事項について審議し，市長に意見を述べることができる。

　（組織）

第３条　地域審議会は，委員２０人以内で組織する。

２　委員は，当該区域に住所を有する者で，次の各号に掲げるものの中から市長が委嘱する。

　�　識見を有する者

　�　公募により選ばれた者

３　前項第２号の委員の人数は，５人以内とする。

　（任期）

第４条　委員の任期は，２年とする。

２　委員は，当該区域に住所を有しなくなったときは，その職を失う。

　（会長及び副会長）

第５条　地域審議会に会長及び副会長１人を置く。

２　会長及び副会長は，委員の互選により定める。

３　会長は，会務を総理し，地域審議会を代表する。

４　副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その職務を代理す

る。

　（会議）

第６条　地域審議会は，会長が招集する。

２　会長は，会議の議長となる。

３　地域審議会は，委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

４　地域審議会の議事は，出席委員の過半数でこれを決し，可否同数のときは，会長の決するとこ

ろによる。

５　会長は，審議上必要と認めるときは，委員以外のものを会議に出席させ，意見を述べさせるこ

とができる。

　（設置期間）

第７条　地域審議会の設置期間は，合併の日から１０年間とする。

　（補則）

第８条　地域審議会の議事その他会議の運営に関し必要な事項は，市長が別に定める。

　　　平成１６年１０月７日

 岩井市長　　石　塚　仁太郎　　

 猿島町長　　野　口　正　夫　　

１　財産処分に関する協議書の写し

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議書

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴う財産処分について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第４項の規定により，下記の

－ ２３５ －



とおり定めるものとする。

記

　岩井市及び猿島郡猿島町の財産及び債務は，すべて坂東市に帰属させる。

　　　平成１６年１０月７日

 岩井市長　　石　塚　仁太郎　　

 猿島町長　　野　口　正　夫　　

上記は原本と相違ないことを証明する

　平成１６年１０月７日

　　岩井市長　石塚　仁太郎

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議書

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴う財産処分について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第４項の規定により，下記の

とおり定めるものとする。

記

　岩井市及び猿島郡猿島町の財産及び債務は，すべて坂東市に帰属させる。

　　　平成１６年１０月７日

 岩井市長　　石　塚　仁太郎　　

 猿島町長　　野　口　正　夫　　

この写しは，原本と相違ないことを証明する

　平成１６年１０月７日

　　猿島町長　野口　正夫

２　経過措置に関する協議書の告示の写し

岩井市告示第１１３号

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う経過措置について

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴い，市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）による経過措置を，別紙のとお

り猿島郡猿島町と協議のうえ定めたので，同法７条第４項において準用する同法第６条第８項及び

同法第８条第４項において準用する同法第８項の規定により告示する。

－ ２３６ －



　　　平成１６年１０月７日

 岩井市長　石塚　仁太郎　　

上記は原本と相違ないことを証明する

　平成１６年１０月７日

　　岩井市長　石塚　仁太郎

猿島町告示第３７号

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う経過措置について

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴い，市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）による経過措置を，別紙のとお

り岩井市と協議のうえ定めたので，同法７条第４項において準用する同法第６条第８項及び同法第

８条第４項において準用する同法第８項の規定により告示する。

　　　平成１６年１０月７日

 猿島町長　野　口　正　夫　　

この写しは，原本と相違ないことを証明する

　平成１６年１０月７日

　　猿島町長　野口　正夫

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議書

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴う，岩井市及び猿島郡猿島町の議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期等について，市

町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）により，下記のとおり定めるものとする。

記

１　議会の議員の在任

　　岩井市及び猿島郡猿島町の議会の議員は，市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１

号の規定を適用し，平成１８年１２月２１日まで引き続き坂東市の議会の議員として在任するものとす

る。

２　農業委員会の委員の任期等

　　新市に１つの農業委員会を設置するものとし，岩井市及び猿島郡猿島町の農業委員会の選挙に

よる委員は，市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し，合併後１年

間引き続き坂東市の農業委員会の選挙による委員として在任するものとする。

　　

　　　平成１６年１０月１７日

 岩井市長　　石　塚　仁太郎　　

－ ２３７ －



 猿島町長　　野　口　正　夫　　

３　議会の議員の定数に関する協議書の告示の写し

岩井市告示第１１４号

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う議会の議員の定数について

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴い議会の議員の定数について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９１条第７項の規定により，

別紙のとおり猿島郡猿島町と協議のうえ定めたので，同条第８項の規定により告示する。

　　　平成１６年１０月７日

 岩井市長　石　塚　仁太郎　　

上記は原本と相違ないことを証明する

　平成１６年１０月７日

　　岩井市長　石塚　仁太郎

猿島町告示第３６号

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う議会の議員の定数について

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴い議会の議員の定数について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９１条第７項の規定により，

別紙のとおり岩井市と協議のうえ定めたので，同条第８項の規定により告示する。

　　　平成１６年１０月７日

 猿島町長　野　口　正　夫　　

この写しは，原本と相違ないことを証明する

　平成１６年１０月７日

　　猿島町長　野口　正夫

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴う議会の議員の定数について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９１条第７項の規定により，

下記のとおり定めるものとする。

記

－ ２３８ －



　坂東市議会の議員の定数は，２６人とする。

　　　平成１６年１０月１７日

 岩井市長　　石　塚　仁太郎　　

 猿島町長　　野　口　正　夫　　

４　地域審議会の設置に関する協議書の告示の写し

岩井市告示第１１５号

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う地域審議会の設置について

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴う地域審議会の設置について，市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５

条の４第１項及び第２項の規定に基づき，別紙のとおり猿島郡猿島町と協議のうえ定めたので，同

条第３項の規定により告示する。

　　　平成１６年１０月７日

 岩井市長　石　塚　仁太郎　　

上記は原本と相違ないことを証明する

　平成１６年１０月７日

　　岩井市長　石塚　仁太郎

猿島町告示第３８号

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う地域審議会の設置について

　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置すること

に伴う地域審議会の設置について，市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５

条の４第１項及び第２項の規定に基づき，別紙のとおり岩井市と協議のうえ定めたので，同条第３

項の規定により告示する。

　　　平成１６年１０月７日

 猿島町長　野　口　正　夫　　

この写しは，原本と相違ないことを証明する

　平成１６年１０月７日

　　猿島町長　野口　正夫

岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書

－ ２３９ －



　平成１７年３月２２日から岩井市及び猿島町を廃し，その区域をもって坂東市を設置することに伴い

岩井市及び猿島町の区域ごとに，それぞれ岩井地域審議会及び猿島地域審議会を設置することにつ

いて，市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５条の４第２項の規定により，

下記のとおり定めるものとする。

記

　（設置）

第１条　市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５条の４第１項の規定に基づ

き，岩井市及び猿島町の区域であった区域（以下「関係区域」という。）ごとに，それぞれ岩井

地域審議会及び猿島地域審議会を置く。

　（所掌事務）

第２条　地域審議会は，関係区域ごとに，当該区域に係る次に掲げる事項について，市長の諮問に

応じて審議し，答申するものとする。

　�　新市建設計画の変更に関する事項

　�　新市建設計画の執行状況に関する事項

　�　その他市長が必要と認める事項

２　地域審議会は，必要と認める事項について審議し，市長に意見を述べることができる。

　（組織）

第３条　地域審議会は，委員２０人以内で組織する。

２　委員は，当該区域に住所を有する者で，次の各号に掲げるものの中から市長が委嘱する。

　�　識見を有する者

　�　公募により選ばれた者

３　前項第２号の委員の人数は，５人以内とする。

　（任期）

第４条　委員の任期は，２年とする。

２　委員は，当該区域に住所を有しなくなったときは，その職を失う。

　（会長及び副会長）

第５条　地域審議会に会長及び副会長１人を置く。

２　会長及び副会長は，委員の互選により定める。

３　会長は，会務を総理し，地域審議会を代表する。

４　副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その職務を代理す

る。

　（会議）

第６条　地域審議会は，会長が招集する。

２　会長は，会議の議長となる。

３　地域審議会は，委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

４　地域審議会の議事は，出席委員の過半数でこれを決し，可否同数のときは，会長の決するとこ

ろによる。

５　会長は，審議上必要と認めるときは，委員以外のものを会議に出席させ，意見を述べさせるこ

とができる。

　（設置期間）

第７条　地域審議会の設置期間は，合併の日から１０年間とする。

　（補則）

第８条　地域審議会の議事その他会議の運営に関し必要な事項は，市長が別に定める。

－ ２４０ －



　　　平成１６年１０月７日

 岩井市長　　石　塚　仁太郎　　

 猿島町長　　野　口　正　夫　　

関係市町の現況等 （その１）　

 

 （その２）　

 

－ ２４１ －

備　　　考猿　島　町岩　井　市計区　　　　　　　分
Ｈ１６．４．１現在１５，１５５４２，７４６５７，９０１現　　　在（人）

人　 　 　 　 口
Ｈ１２国調１５，２５２４３，４２１５８，６７３国 勢 調 査（人）
Ｈ１２国調４６９．８７４７８．６４４７０．０５１ � 当 た り 人 口 （人） 

�

Ｈ１６．４．１現在　３，８５０１２，６４１１６，４９１現　　　在（戸）
世　 帯　 数

Ｈ１２国調　３，６３７１２，０７０１５，７０７国 勢 調 査（戸）
Ｈ１２国調　　　―　８，４７９８，４７９人　　　口（人）

人 口 集 中 地 区 　　　―　１９．５　１４．５全人口に対する割合
（％）

地方自治法第８
条第１項第２号

　２，３１４７，７７２１０，０８６戸　　　数（戸）
連 た ん 戸 数 ５８．２　６５．５　６３．７全戸数に対する割合

（％）
Ｈ７～Ｈ１２国調　△１．０　△２．０　△１．８人 口 増 加 率 （％） 

�

３２．４６　９０．７２１２３．１８面　　　積（�）
区　 　 　 　 域 　１０．０　１２．５　１２．０東　　　西（㎞）

　　９．０　１５．８　２０．０南　　　北（㎞）
Ｈ１２国調　１，４０９　３，１０８　４，５１７第１次産業（人）

就 業 者 数

　１７．５９　１２．９８　１４．１４割　　　合（％）
　３，３３１１０，３２３１３，６５４第２次産業（人）
　４１．５８　４３．１２　４２．７３割　　　合（％）
　３，２５１１０，４５４１３，７０５第３次産業（人）
　４０．５８　４３．６７　４２．８９割　　　合（％）

Ｈ１６．４．１現在　　　４　　　４４種　　　類（種）
官　 公　 署

　　１０　　２８２８箇　所　数（所）
Ｈ１６．４．１現在　　　１　　　３　　　４中　学　校

中学校以上の学校
　　　１　　　２　　　３高等学校
　　　―　　　―　　　―短　　　大
　　　―　　　―　　　―大　　　学

Ｈ１６．４．１現在１１２図　書　館

文 化 施 設

１１２博　物　館
２１３公　会　堂
０２２公　　　園

　　　２　　　３　　５運　動　場
　　　１　　　１　　　２体　育　館

備　　　考猿　島　町岩　井　市計区　　　　　　　分
Ｈ１６．４．１現在　　　１　　　１　　　２水　　　　道

公 営 企 業

　　　―　　　―　　　―軌　　　　道
　　　―　　　―　　　―ガ　　　　ス
　　　―　　　―　　　―自　 動　 車
　　　―　　　―　　　―電　　　　気
　　　―　　　―　　　―その他の企業

Ｈ１５年度実績　　７２６，８９０　２，３２１，１６５３，０４８，０５５納税総額（千円）
県　 　 　 　 税

　　　４８，４９５　　　５３，７６３５２，４０５１人当たり（円）



 （その３）　

　〈補足：最新の人口及び世帯数〉

　市となるための要件を証する調書（総括表）

 

－ ２４２ －

Ｈ１５年度実績　１，２０５，５５２　５，０７８，４８５６，２８４，０３７納税総額（千円）
市 （ 町 ） 税

　　　８０，４２９　　１１７，６２８１０８，０４２１人当たり（円）
Ｈ１６年度　５，３８２，０００　１３，１８１，０００１８，５６３，０００一般会計（千円）

本 年 度 当 初
予　 　 　 　 算

　４，１８６，５００　９，５４９，０００１３，７３５，５００特別会計（千円）
　　６０８，２１７　１，０６３，６９３１，６７１，９１０企業会計（千円）

Ｈ１６．４．１現在　　　―　　　１１本　　　　店
銀　 　 　 　 行

　　　　　５　　１２１７支　　　　店
Ｈ１６年度法人課
税台帳

　　１３２　　１７５３０７資本金１千万～１億円
未満事 業 所

　　１６　　８１９７資本金１億円以上
Ｈ１６．４．１現在　　　２２４病　　　院

衛 生 施 設 　　　５２０２５診　療　所
　　　４１９２３歯　　　科

Ｈ１６．４．１現在　　　２　　　７９劇　場　等
娯 楽 施 設

　　　０　　　１１映　画　館
Ｈ１３年度市町村
所得年報

　３，８０３　９，４７５１３，２７８第１次産業（百万円）

生 産 額
１４，７７４５４，２８９６９，０６３第２次産業（百万円）
２５，０５９８３，２１５１０８，２７４第３次産業（百万円）
４３，６３６１４６，９７９１９０，６１５計　（百万円）

Ｈ１３年度市町村
所得年報

３７，８０８１２２，１９８１６０，００６総　　額（百万円）
所 得 額

　２，４７５　２，８２７２，７３５一人当たり（千円）
Ｈ１６．４．１現在　　　―　　　―　　　―鉄道駅数

交 通 機 関
普 及 状 況

　　　―　　　―　　　―鉄道路線延長（㎞）
　　　２　　４３４５乗合自動車数
１５，０２０　　　３４，０９４４９，１１４その他の自動車数

備　　　考猿　島　町岩　井　市計区　　　　　　　分
Ｈ１５年度実績　１，０７４５，５６８６，６４２発　　　　信郵　 　 　 　 便

１ 日 当 平 均 ５，３２０１４，７５７２０，０７７受　　　　信
Ｈ１６．４．１現在４，６４４１５，７４７２０，３９１電 話 加 入 件 数
Ｈ１６．４．１現在１１２普　　　　通

郵 便 局
２８１０特　　　　定
Ｈ１６．４．１現在　３，３１６１０，１７５１３，４９１テ レ ビ 受 信 契 約 件 数

備　　　考猿　島　町岩　井　市計区　　　　　分
Ｈ１６．４．１現在１５，１５５　　４２，７４６５７，９０１　　　　　人　　　　　口（人）

３，８５０　　１２，６４１１６，４９１　　　　　世　　帯　　数（世帯）

備　考
現　　況

市制施行要件区　分
猿島町岩井市新市

Ｈ１２国勢調査１５，２５２４３，４２１５８，６７３５万人以上国勢調査
人
口法

律
要
件

Ｈ１６．４．１常住
人口調査

１５，１５５４２，７４６５７，９０１常住人口調査

Ｈ１６．４．１現在５８．２６５．５６３．７６０％以上中心市街地の連たん戸数
Ｈ１２国勢調査７１．５７８．１７６．４６０％以上都市的業態人口
Ｈ１６．４．１現在４種４種４種５種以上設置されている

こと
官公署１

号
条
例
要
件 Ｈ１６．４．１現在１２３設置されていること高等学校２

号



法律要件　地方自治法第８条第１項第１号

市制施行協議基準　第１号

「人口５万人以上を有すること。」

 ［資料名称］国勢調査　

 （各年１０月１日）　

 

－ ２４３ －

Ｈ１６．４．１現在１１２２種以上設置されている
こと

図書館

３
号

条
例
要
件

１１２博物館
２１３公会堂
０２２公園

Ｈ１６．４．１現在１１２設置されていること上水道
４
号 １１２設置されていること下水道

１１設置されていることじんかい処理場
Ｈ１６．４．１現在整備されている　整備されていること軌道・バス・定期船

などの交通施設
５
号

Ｈ１６．４．１現在５１３１８２以上銀行
６
号 Ｈ１６．４．１現在２１０６６０８７０１０以上資本金５００万以上の

会社又は工場
Ｈ１６．４．１現在１１４１５２１０以上病院・診療所

７
号

０．９０．９０．９人口７００人につき１人以
上

医師数

４７０１９６６６６６０以上病院の病床数
Ｈ１６．４．１現在２８１０２以上劇場・映画館等８

号
Ｈ１６．４．１現在施行されている施行されていること都市計画事業

９
号 整備されているある程度整備されている

こと
主要幹線道路

Ｈ１２国勢調査１５，２５２４３，４２１５８，６７３５万人以上人口１

市
制
施
行
協
議
基
準

Ｈ１６．４．１現在５８．２６５．５６３．７６０％以上中心市街地の連たん
戸数

２

Ｈ１２国勢調査７１．５７８．１７６．４６０％以上都市的業態人口３
Ｈ１６．４．１現在４種４種４種設置されていること官公署４
Ｈ１６．４．１現在１２３１以上高等学校５
Ｈ１６．４．１現在有している　有していること図書館・博物館・公

会堂・公園等の文化
施設

６

Ｈ１６．４．１現在有している有していること上水道・下水道７
Ｈ１６．４．１現在整備している整備していること軌道・バス・定期船

などの交通施設
８

Ｈ１６．４．１現在相当数ある相当数あること銀行・会社・工場等９
Ｈ１６．４．１現在１１４１５２１０以上病院・診療所

　
１０

Ｈ１６．４．１現在２８１０２以上劇場・映画館等
　
１１

Ｈ１６．４．１現在施行されている施行されていること都市計画事業
　
１２ 整備されているある程度整備されている

こと
主要幹線街路

Ｈ１５．４．１現在充分である充分であること担税力・財政状況
　
１３

Ｈ１６．４．１現在発展性がある将来発展性のあること将来発展性
　
１４

猿　島　町岩　井　市１市１町合計 
増 加 率
（率）

増 加 数
（人）

人 口
（人）

増 加 率
（率）

増 加 数
（人）

人 口
（人）

増 加 率
（率）

増 加 数
（人）

人 口
（人）



〈参考〉 ［資料名称］常住人口調査　

 （単位：人，平成１６年４月１日）　

法律要件　地方自治法第８条第１項第２号

市制施行協議基準　第２号

「当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内にある戸数が全戸数の６割以上であること。」

連たん戸数調べ

　●岩井市

 

－ ２４４ －

△５．６△８２６１４，８１０△５．１△１，７８８３３，３６６△１．４△２，６４１４８，１７６昭和３５年
△５．１△７５７１４，０５３０．３９３３３，４５９△１．４△６６４４７，５１２昭和４０年
△２．９△４１３１３，６４０５．２１，７５４３５，２１３２．８１，３４１４８，８５３昭和４５年
３．８５１６１４，１５６８．８３，０９１３８，３０４７．４３，６０７５２，４６０昭和５０年
４．７６６７１４，８２３５．７２，１７７４０，４８１５．４２，８４４５５，３０４昭和５５年
４．４６４７１５，４７０４．２１，６９６４２，１７７４．２２，３４３５７，６４７昭和６０年
０．８１２７１５，５９７２．２９２５４３，１０２１．８１，０５２５８，６９９平成２年
△１．２△１８４１５，４１３２．８１，２２３４４，３２５１．８１，０３９５９，７３８平成７年
△１．０△１６１１５，２５２△２．０△９０４４３，４２１△１．８△１，０６５５８，６７３平成１２年

猿　島　町岩　井　市１市１町合計
１５，１５５４２，７４６５７，９０１平成１６年

連たん率連たん戸数全戸数区分
６５．５８，３６８１２，７８２岩 井 市
５８．２２，３１４３，９７７猿 島 町
６３．７１０，６８２１６，７５９新　 市

率（％）連たん全戸数大字名等率（％）連たん全戸数大字名等
８９．８１５９１７７小泉６５．７２８０４２６弓田
８６．９２９２３３６中里９５．３２４５２５７馬立
９８．５６５６６下出島３６．７９１２４８幸田
９４．９９０６９２５長谷０．００５７庄右衛門新田
９７．３２５２２５９桐木０．００７３大口新田
９８．６４１１４１７小山０．００３９猫実新田
１０．０２４２４１莚打０．００５６神田山新田
０．００８１６長須０．００８１幸田新田
０．００３１木間ヶ瀬０．００５７勘助新田
０．００２２古布内１００．０４５４５平八新田
０．００１８５半谷９０．４６６７３大馬新田
０．００１０８冨田０．００４６３神田山
８９．７１２２１３６駒跿０．００３５６猫実
６１．８９４１５２借宿０．００３８９大口
９４．０２９６３１５上出島２７．７１８３６６１矢作
０．００１３５三０．００５６法師戸
１．８３１６５寺久８８．２１４９１６９大崎

９５．９１１６１２１大谷口
１００．０２，５８４２，５８４岩井
９９．８１，７１６１，７２０辺田
７３．７２６９３６５鵠戸

６５．５８，３６８１２，７８２合　計



　●猿島町

法律要件　地方自治法第８条第１項第３号

市制施行協議基準　第３号

「商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が，全人口の６割以上であ

ること。」（別紙）

 （平成１２年１０月１日　国勢調査）　

〈参考１〉業態別人口　 （平成１２年１０月１日　国勢調査）　

〈参考２〉

　産業別就業者数調べ （単位　人）　

 

－ ２４５ －

率（％）連たん全戸数大字名等率（％）連たん全戸数大字名等
７２．８４０４５５５生子
６９．８２７１３８８菅谷
０．００８７５逆井
０．００３７７山
９３．３１，２８０１，３７２沓掛
８５．６２８０３２７内野山
６２．１６２６６生子新田
１００．０９９孫兵エ新田
１００．０７７左平太新田
１００．０１１栗山新田

５８．２２，３１４３，９７７合　計

都市的業態人口の割合（％）都市的業態人口（人）人口（人）区　分
７６．３９４４，８１８５８，６７３新市
７８．１１３３，９１６４３，４２１岩井市内

訳 ７１．４８１０，９０２１５，２５２猿島町

人　口（人）
区　分

猿島町岩井市計
１０，９０２３３，９１６４４，８１８非農林漁業就業者世帯人員

都市的業態人口
１０，９０２３３，９１６４４，８１８小　計
９５０１，６２４２，５７４農林漁業就業者世帯人員

その他の業態人口

２，２８４５，８２４８，１０８農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯人員
４１０１，８１６２，２２６非就業者世帯人員
７０６２４１９４７分類不能（施設等の世帯人員含む）人員
４，３５０９，５０５１３，８５５小　計
１５，２５２４３，４２１５８，６７３合　計

内　訳
人　口区　分

猿島町岩井市
１１２鉱業

第２次産業

都市的業態

１，０６９２，４８５３，５５４建設業
２，２６１７，８３７１０，０９８製造業
３，３３１１０，３２３１３，６５４計
１，１４０３，７８４４，９２４卸売・小売業・飲食店

第３次産業

１１８３４９４６７金融・保険・不動産業
５７６１，７１９２，２９５運輸・通信業
８７２８０電気・ガス・熱供給・水道業

１，２４１４，０３１５，２７２サービス業
１６８４９９６６７公務



条例要件　第１号

市制施行協議基準　第４号

「官署又は公署のうち，５種以上のものが設置されていること。」

　設置官公署数・・・４種

 （平成１６年４月１日）

　ア．地方法務局支局・出張所・・・無し

　イ．警察署・・・設置

　ウ．駅・・・無し

　エ．税務署・・・無し

　オ．電報電話局・・・設置 

－ ２４６ －

３，２５１１０，４５４１３，７０５計
６，５８２２０，７７７２７，３５９計
１，４０８３，１０６４，５１４農業

第１次産業
その他の業態

０１１林業
１１２漁業・水産養殖業

１，４０９３，１０８４，５１７計
２０５６７６分類不能

１，４２９３，１６４４，５９３計
８，０１１２３，９４１３１，９５２合　計

所　在　地名　称
無し

所　在　地名　称
岩井市大字岩井２８９５境警察署岩井地区交番
岩井市大字小山１２０境警察署小山駐在所
岩井市大字幸田新田５９境警察署飯島駐在所
岩井市大字駒跿９３６境警察署駒跿駐在所
岩井市大字猫実１４７４境警察署猫実駐在所
岩井市大字矢作４２境警察署矢作駐在所
猿島町大字生子２６８７－１境警察署生子菅駐在所
猿島町大字逆井１８２４－１境警察署逆井駐在所
猿島町大字沓掛４９９３－５境警察署沓掛駐在所

所　在　地名　称
無し

所　在　地名　称
無し

所　在　地名　称

岩井市大字岩井４５６１
　〃
岩井市大字猫実１５３６
岩井市大字駒跿９３９－２
岩井市大字矢作１０９－３
猿島町大字沓掛５０１２－１
猿島町大字菅谷２１４４－３

東日本電信電話㈱
岩井営業所
岩井電話交換センター
神大実電話交換センター
七重電話交換センター
七郷電話交換センター
沓掛電話交換センター
猿島電話交換センター



　カ．郵便局・・・設置

　キ．保健所・・・設置

　ク．労働基準監督署・・・無し

　ケ．公共職業安定所・・・無し

　参考（基準外）

条例要件　第２号

市制施行協議基準　第５号

「学校教育法に規定する高等学校が１以上設置されていること。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成１６年４月１日現在）

高等学校の設置数・・・・・・３

公立高等学校

－ ２４７ －

所　在　地名　称
岩井市大字岩井４６３５－２岩井郵便局
岩井市大字小山９７３岩井小山郵便局
岩井市大字幸田新田４２９７－３岩井飯島郵便局
岩井市大字辺田５２６岩井辺田郵便局
岩井市大字弓田２３４４岩井弓田郵便局
岩井市大字猫実１５５１－１神大実郵便局
岩井市大字長須３６５４岩井長須郵便局
岩井市大字上出島２３－２七重郵便局
岩井市大字大崎１３３４－３４七郷郵便局
猿島町大字沓掛４９９５－１猿島郵便局
猿島町大字生子２１８０－１生子菅郵便局
猿島町大字逆井２５５９－１逆井山郵便局

所　在　地名　称
岩井市大字弓田２１４５－１岩井市保健医療センター
猿島町大字山２７１７猿島町保健センター

所　在　地名　称
無し

所　在　地名　称
無し

所　在　地名　称

岩井市大字岩井５２０５－３
茨城県農業総合センター
　　岩井地域農業改良普及センター

岩井市大字岩井５２０５－３茨城県立農業大学校園芸部

岩井市大字辺田６４４－２
岩井市大字寺久３７３－４
岩井市大字幸田新田６０－４
岩井市大字矢作１１５９－４
猿島町大字山２７３０

茨城西南地方広域市町村圏事務組合
岩井消防署
岩井消防署寺久分署
岩井消防署飯島出張所
岩井消防署七郷出張所
岩井消防署猿島分署

岩井市大字大崎７００ミュージアムパーク茨城県自然博物館



条例要件　第３号

市制施行協議基準　第６号

「図書館，博物館，公会堂，公園等が２以上設置されていること。」

 （平成１６年４月１日現在）　

　施設の設置数・・・・・・９

　�　図書館

　�　博物館

　�　公会堂

　�　公園

　都市公園　２箇所

　参考：その他の公園　５箇所（主なもの）

－ ２４８ －

所在地学校名
岩井市大字岩井４３１９－１岩井高等学校
岩井市大字上出島１２００岩井西高等学校
猿島町大字逆井２８３３－１１５猿島高等学校

備　　考設置数施設の区分
２図書館
２博物館
３公会堂

※都市公園２公園
９計

施設の概要
所在地名　称

蔵書数（冊）建築延面積（㎡）
９７，５７０２，４１１岩井市大字岩井５０８２岩井市立図書館
７６，８１８１，７５６猿島町大字山２７２６猿島町立図書館

施設の概要建築延面積（㎡）所在地名　称

１６．４ｈａ           1      1       ,         9          9         5               岩井市大字大崎７００
ミュージアムパーク茨城県
自然博物館

展示室，ギャラリー，資
料室，工作室，収蔵庫等

１，４７５猿島町大字山２７２６猿島町立資料館

施設の概要建築延面積（㎡）所在地名　称
席数７０４席，リハーサル
室，楽屋，練習室，アト
リウム，ホワイエ

        4         ,     4       3         2            岩井市大字岩井５０８２岩井市民音楽ホール

４７３猿島町大字山２７３０猿島町中央公民館講堂

席数１５４席２２９猿島町大字山２７２６
猿島町立資料館
視聴覚ホール

面積（㎡）位置種別名　称
１０２，０００岩井市大字岩井３１６２－３総合八坂公園
６，４００岩井市大字岩井４３２５－１街区中央児童公園



条例要件　第４号

市制施行協議基準　第７号

「上水道，下水道，塵芥処理場等が設置されていること。」

 （平成１６年４月１日現在）　

　〈参　考〉

　�　上水道 （平成１６年４月１日）　

　�　下水道  （平成１６年４月１日）　

 

－ ２４９ －

面積（㎡）位置種別名　称
２７，０００岩井市大字神田山２１３７－１その他宝堀運動公園野球場
２５，５００岩井市幸神平３４その他岩井市幸神平公園
１，５００岩井市大字馬立１１８５その他馬立運動公園
５３，７００猿島町大字逆井１２３６その他逆井城跡公園
２６，０００猿島町大字沓掛６０８３－１その他猿島町運動公園中央球場

施設の能力等運営主体施設数施設の区分
１２，１４０給水能力

（�／日）
岩井市水道事業
猿島町水道事業

２上水道
７，６００

全体７７０．０
認可５４０．６

計画区域面積
（ｈａ）

岩井市公共下水道事業

２下水道 猿島町分
全体５３２．０
認可３７６．０

利根左岸さしま流域関連公共下水道事業

※岩井市，猿島町とも，さしま環境センター（総和町，三和町，境町，猿島

町，岩井市）で共同処理を実施。処理施設は境町所在
１ごみ処理施設

※岩井市は常総衛生組合（水海道市，守谷市，伊奈町，谷和原村，岩井市）

で共同処理を実施。処理施設は谷和原村所在

※猿島町はさしま環境管理事務組合（総和町，三和町，境町，猿島町）で共

同処理を実施。処理施設は境町所在。

２し尿処理施設

猿島町岩井市
１５，３２９４２，７４６行政区域内人口（Ａ） 　（人）
１４，４０７２５，２６２給水人口（Ｂ） 　（人）
３，６６３８，５３８給水戸数 　（数）
９４．０５９．１普及率　（Ｂ）／（Ａ） （％）
７，６００１２，１４０施設能力 　（�／日）
１，４００２，４１４年間給水量 （千�）
３，８３５６，５９７一日平均給水量 （�）

猿島町岩井市
３，２４６９，０７２行政区域面積（Ａ） （ｈａ）
１５，１５５４２，７４６行政区域内人口（Ｂ） （人）
３７６．０５４０．６事業認可区域面積（Ｃ） （ｈａ）

公
共
下
水
道

７，８４０１６，６０５計画人口（Ｄ） （人）
２０．６２４．６普及率（Ｅ） （％）
３，１２０１０，５０５処理区域内人口（Ｆ） （人）
７８１７，９１４水洗化人口（Ｇ） （人）
２５．０７５．３水洗化率（Ｇ／Ｆ） （％）



　�　ごみ処理の状況 （平成１６年４月１日）　

　�　し尿処理 （平成１６年４月１日）　

条例要件　第５号

市制施行協議基準　第８号

「軌道，バス，定期船等の交通施設が整備されていること」については，下記の事項について資料を調製し

た。

記

１　鉄　道

２　バ　ス

〈別紙〉軌道，バス，定期船等が整備されていること

１．鉄道　　無し

２．バス

　ア．路線バス運行状況（平成１５年度実績）

 

－ ２５０ －

猿島町岩井市
１５，１５５４４，３８８処理計画人口（Ａ） （人）
１５，１５５４４，３８８処理人口（Ｂ） （人）
３，９５６１６，２０２年間総排出量（Ｃ） （ｔ）
３，３３６１１，０３０年間総収集量（Ｄ） （ｔ）
３，９５６６，８３２衛生処理量（Ｅ） （ｔ）
１００．０１００．０実施率（Ｂ）／（Ａ） （％）
８４．３６８．１収集率（Ｄ）／（Ｃ） （％）
１００．０４２．２衛生処理率（Ｅ）／（Ｃ） （％）

猿島町岩井市
１５，１５５４４，３８８処理計画人口（Ａ） （人）
２，７７４５，３４１処理人口（Ｂ） （人）
７，７４４２５，４０４年間総排出量（Ｃ） （ｔ）
１，４１８５，４５１年間総収集量（Ｄ） （ｔ）
７，７４４２５，４０４衛生処理量（Ｅ） （ｔ）
１８．３１２．０実施率（Ｂ）／（Ａ） （％）
１８．０２１．５収集率（Ｄ）／（Ｃ） （％）
１００．０１００．０衛生処理率（Ｅ）／（Ｃ） （％）

備　　　考（運行会社等）整備状況区　分
無軌　道

ＪＲバス関東㈱　関東鉄道㈱　茨城急行自動車㈱　㈱昭和観光自動車有バ　ス
無定期船

１日乗降人員（人）１日運行回数（便）
運行系統会社名

復路往路復路往路
１９５１７７１７１８猿島町役場～岩井～東京駅ＪＲバス関東㈱
１２５１２５１６１６岩井西高～水海道関東鉄道㈱
１８９２７４２９２９岩井車庫～野田市駅茨城急行自動車
１３４猿島～境㈱昭和観光自動車



　※昭和観光の路線は，巡回であり，往復という形態をとらない。

　イ．福祉バス運行状況（平成１５年度実績）

　ウ．高速バス利用状況（平成 15年実績）（猿島町役場～岩井～東京駅）

　　○乗客　１７７．１人／日　　　（計６４，６６７人）

　　○降客　１９５．４人／日　　　（計７１，３３９人）

条例要件　第６号

市制施行協議基準　第９号

「銀行の本店，支店のいずれか２以上があること。」

－ ２５１ －

猿島町岩井市
岩井市福祉巡回バス事業名
岩井市・・・委託運行主体（主要）

５本運行経路数
週に５日（火曜日～土曜日）運行日

無し料　金
１台　４０人乗りバスの仕様・台数
１２，９００人年間利用者数
約５０人１日平均

各停留所乗降人員

平成１５年 神田
山南

神田山辺田

大利根
カント
リ　ー
入　口

原口
岩井
局前

岩井弓田沓掛
猿島町
役場

　６２
　８５

２１６
２１１

１５５
２４１

１０５
１７１

３６１
４８６

　９７５
１，５９７

３，２４０
２，５７１

　５６
　４３

２０３
１８３

２４９
１８９

乗客
降客

１月

　５２
　６３

２０９
２１１

１３３
１６１

　９７
１３２

３３５
４６７

９７３
１，５３１

２，６４７
２，３５３

３５
６３

１５２
１５７

１８６
１４５

乗客
降客

２月

６９
１００

２９５
２７７

１６５
２４７

１５７
２０９

３５６
５８７

１，０６１
１，６８７

３，２３３
２，８９３

２２７
１９７

２０６
１９８

６１
７８

乗客
降客

３月

５４
７９

２８０
２３７

１２５
１８５

１１９
２０２

３００
４８３

９８５
１，６１９

２，６３７
２，３５９

４７
５７

１５１
１３７

１９２
１６０

乗客
降客

４月

５５
８２

２３９
２１０

１７７
２４６

１４９
２４６

３７８
５６３

１，０３７
１，７０５

３，０７２
２，６６２

５１
５５

１６２
１６１

１７４
１７２

乗客
降客

５月

６２
８９

２９５
２２６

１５３
２０５

１３９
２０７

４０８
４９６

１，１３２
１，７１５

２，７８５
２，４８７

２６
５７

１４８
１２９

１３０
９９

乗客
降客

６月

６７
８７

２４８
２３１

１８４
２３２

１０２
１６３

３９７
６０３

１，１１７
１，７２４

３，０７６
２，６５７

５５
６５

１７１
１６２

２０３
１５８

乗客
降客

７月

５９
８６

２４８
２８２

１７２
２４７

１３９
１６２

３９７
５９７

１，０８１
１，８７２

３，７０１
３，３３７

３２
５３

２１３
２０３

２４５
２５３

乗客
降客

８月

４５
６８

２３８
２１１

１８０
２４３

１１１
１８３

３７６
４９７

９７４
１，６５１

２，８４７
２，３６６

４０
６８

１３３
１５５

１５２
１１９

乗客
降客

９月

７９
９６

２２５
２３７

１５２
２１６

１７７
２６１

４５１
５９９

１，０５７
１，６８２

２，７３８
２，５１９

２７
２５

１６５
１２６

１８２
１５３

乗客
降客

１０月

４７
７２

２８１
２５６

１９３
２３７

１２８
２２０

３８５
５６０

１，０２７
１，６３１

３，００１
２，６７４

３３
３７

１７０
１５２

１７０
１３３

乗客
降客

１１月

６９
９４

２０８
２４１

１６２
２３０

１２７
１９９

３５６
５１４

１，０３２
１，６１０

２，７３１
２，６０２

２９
３９

１５３
１６９

１７４
１５７

乗客
降客

１２月



 （平成１６年４月１日現在）　

　「資本金５００万円以上の会社及び工場が１０以上あること。」

　資本金５００万円以上の会社数

　

※代表的な会社及び工場１０社

　●岩井市

　●猿島町

 

－ ２５２ －

猿島町岩井市区分

○常陽銀行　猿島支店
○関東つくば銀行　猿島支店

○常陽銀行　岩井支店
○関東つくば銀行　岩井支店
○茨城銀行　岩井支店

銀行

○結城信用金庫　岩井支店信用金庫

○茨城県信用組合　岩井支店信用組合

○茨城むつみ農業協同組合
・生子菅支店
・逆井山支店
・沓掛支店

○岩井市農業協同組合　
・本店
・岩井支店
・弓馬田支店
・神大実支店
・七郷支店
・中川支店
・長須支店
・七重支店

（農業協同組合）

猿島町岩井市合計
２１０６６０８７０会社数

資本金（千円）従業員数（人）主要事業会社名・工場名
３４，６００，０００２４６シャッター，建築用外壁トステム㈱　岩井工場
２５，２４２，６３０３９２紙製造㈱レンゴー　利根川事業所
１，５４５，４５０５９ユニットハウス三協フロンティア㈱　岩井工場
５３０，４８０７２水産練製品㈱スギヨ　関東工場
９９，０００１５４冷凍調理食品不二つくばフーズ㈱
９６，０００４６架線金物，送・配電金物㈱菅沼製作所
８０，０００５０５事務用機械器具キャノンセミコンダクターエクイップ

メント㈱
７２，０００１７５研磨布紙㈱コバックス　岩井工場
５０，０００２０１お菓子㈱モンテール　つくば工場
２０，０００８３医療用機械器具トップ化成㈱

資本金（千円）従業員数（人）主要事業会社名・工場名
２７，８８０，１７３５繊維・機械器具建築材料等卸売業㈱ザ・トーカイ
４，５０１，１９５９卸売・小売業・飲食店エームサービス㈱
１，７０７，５９７５家具・装備品製造業伊藤喜オールスチール㈱
８６１，０００６衣料・食料・家具等卸売業木徳神糧㈱
５０１，４５１４２金属製品製造業サミットアルミ㈱
２７０，０００１０３製造業エム・ジー・エスジャパン㈱
２５８，６００４一般飲食店㈱キャニー
２５２，０００９小売業さいとう種苗㈱
２２０，０００３８繊維・機械器具建築材料等卸㈱カシワテック
９３，０００３電気器具販売㈱シミズデンキ



条例要件　第７号

市制施行協議基準　第１０号

「病院及び診療所が１０以上設置され，かつ，医師の数が概ね人口７００人につき１人以上，病院の病床数が総計

６０以上であること。」

　�　施設等の現況

　�　人口あたりの医師数

　�　病院及び診療所名

 

－ ２５３ －

病床数医師数施設数
施設の区分

猿島町岩井市計猿島町岩井市計猿島町岩井市計
４７０１１５５８５１１１１２２２２４病　院
０８１８１３１８２１５２０２５診療所
０００６２７３３４１９２３歯　科
４７０１９６６６６２０５６７６１１４１５２合計

人口７００人
当たりの医師数

総人口医師数総医師数人口
（常住人口）

０．９２０．００１３５６４２，７４６岩井市
０．９２０．００１３　２０１５，１５５猿島町
０．９２０．００１３７６５７，９０１合計

医師数病床数所在地名　称
３６８岩井市大字辺田１４３０木根淵外科胃腸科病院
８５５岩井市大字岩井３２９３存身堂病院
１１９岩井市大字岩井４５００－１３石塚医院
２岩井市大字神田山６４５海老原医院
１岩井市大字岩井４６８５－１河村胃腸科外科医院
３１９岩井市大字岩井４５９５高橋医院
１１９岩井市大字猫実１４２１松崎医院
１１３岩井市大字岩井３３２４吉原医院
１５岩井市大字岩井５０７８石川眼科クリニック
２２岩井市大字岩井４９４２－２松原眼科
１岩井市大字岩井１６００木村クリニック
２岩井市大字矢作７２安達医院

岩井市大字弓田２１４５－１岩井市保健医療センター
岩井市大字弓田８４６－２岩本医院

１岩井市大字長谷５１０－１７田所医院
岩井市大字中里１２１３長寿の里診療所
岩井市大字小山２５８ハートフル広倫診療所
岩井市大字辺田１５１７飯塚眼科
岩井市大字岩井４１５２－６８関根コンタクトクリニック
岩井市大字岩井３２８７－１プリオコンタクトクリニック

１岩井市大字小山２２４－１小山クリニック
１岩井市大字岩井４３２２－８高野医院
１１４５０猿島町大字沓掛４１１豊和麗病院
１２０猿島町大字沓掛８５０岩本病院
２猿島町大字逆井４１１２清水丘診療所
１猿島町大字生子２２０９－５塚原医院
１猿島町大字沓掛１６０２木村歯科医院



条例要件　第８号

市制施行協議基準　第１１号

「劇場，映画館等の施設を２以上有すること。」

 （平成１６年４月１日）　

　劇場，映画館等の設置数・・・・・・１０

条例要件　第９号

市制施行協議基準　第１２号

「都市計画事業が施行されていること及び主要幹線街路の舗装等街路施設がある程度整備されていること。」

については，下の事項について資料を調製した。

記

１　都市計画決定状況一覧

２　市街化区域と市街化調整区域

３　都市計画道路整備状況

４　都市公園

５　土地区画整理事業

１　都市計画決定状況一覧

　●岩井市　　※都市計画決定しているもの全て

 

－ ２５４ －

１猿島町大字沓掛８５３岩本歯科医院
１猿島町大字沓掛３３２７－１さくら歯科
１猿島町大字内野山１１９９－３沓掛歯科医院
１猿島町大字沓掛１５０８倉持医院

所　在　地施　設　名
岩井市大字辺田１５１７岩井シネマサンシャイン
岩井市大字辺田１５１６－３タップスイミング岩井スクール
岩井市大字辺田１１４７－６０岩井ミリオンボウル
岩井市大字法師戸２６２常総カントリー倶楽部
岩井市大字下出島１０大利根カントリークラブ
岩井市大字弓田３３７７新東京ゴルフクラブ
岩井市大字下出島１５６－１岩井ゴルフセンター
岩井市大字猫実１２６６－１岩井ジャンボゴルフ練習場
猿島町大字菅谷２３４６－４猿島カントリー倶楽部
猿島町大字沓掛４５２６－５Ｔ＆Ａゴルフガーデン

最終変更年月日当初決定年月日決　　定　　状　　況都市計画の種類区分
Ｈ４．２．１３Ｓ４５．１１．２５市街化区域 ５００ｈａ

区域区分

土
地
利
用
計
画

市街化調整区域 ８，５７２ｈａ

Ｈ１１．８．１１Ｓ４８．１０．１

　８５．８ｈａ第１種低層住専用途地域

地域地区

－第２種低層住専
　８０．２ｈａ第１種中高層住専

－第２種中高層住専
　７３．６ｈａ第１種住居地域
５６．６ｈａ第２種住居地域

－準住居地域
　１１．８ｈａ近隣商業地域



　●猿島町　　※都市計画決定しているもの全て

２　市街化区域と市街化調整区域

　●岩井市　　

　【市街化区域・市街化調整区域の指定（変更）の経過】　平成１６年４月１日現在

－ ２５５ －

最終変更年月日当初決定年月日決　　定　　状　　況都市計画の種類区分

Ｓ４５．１１．２
市街化区域 １８０ｈａ

区域区分

土
地
利
用
計
画

市街化調整区域 ３，０６６ｈａ

Ｈ８．２．１Ｓ４８．１０．１

　８４．０ｈａ第１種低層住専

用途地域
地域地区

－第２種低層住専
　１．５ｈａ第１種中高層住専
－第２種中高層住専
　２９．０ｈａ第１種住居地域
２１．０ｈａ第２種住居地域
－準住居地域
　４．０ｈａ近隣商業地域
－商業地域
－準工業地域
　４０．５ｈａ工業地域
－工業専用地域
１８０．０ｈａ計
－準防火地域
－生産緑地地区

Ｓ１３．４．１６Ｓ４８．９．２９４路線 ７，７８０ｍ都市計画道路都
市

施
設 Ｈ３．１１．８猿島町公共下水道事業 １８０．０ｈａ下水道
市街地開発事業

工業団地造成事業
地区計画等

地区計画

　１２．０ｈａ商業地域
　１４．０ｈａ準工業地域
　７２．０ｈａ工業地域
　９４．０ｈａ工業専用地域
５００．０ｈａ計

Ｈ４．２．１３　１２．０ｈａ準防火地域
Ｈ１２．９．１２Ｈ４．１０．８　４．９ｈａ生産緑地地区
Ｈ８．９．５Ｓ４０．９．１３１４路線 ４２，４４０ｍ都市計画道路

都　

市　

施　

設

Ｓ５４．６．２１八坂公園 １０．２ｈａ都市公園
Ｓ５７．１２．２４中央児童公園 ０．６ｈａ

Ｈ４．１．１０Ｓ５３．１０．４岩井市公共下水道事業 ４７８．０ｈａ下水道
〃〃岩井浄化センター ６．５ｈａ下水浄化施設

Ｈ４．１．１６地域福祉センター １．８ｈａ社会福祉施設
Ｈ４．１．１６岩井市総合文化ホール ４．９ｈａ教育文化施設
Ｓ６１．１２．２２岩井市斎場 １．１ｈａ斎場

市街地開発事業
Ｈ８．９．５辺田地区 ３９．５ｈａ土地区画整理事業
Ｈ４．４．２つくばハイテクパークいわい ８５．２ｈａ工業団地造成事業

地区計画等
Ｈ４．２．１３本町，仲町，新町地区 １２．０ｈａ地区計画
Ｈ１１．８．１２新道地区 ３．９ｈａ



　●猿島町

　【市街化区域・市街化調整区域の指定（変更）の経過】　平成１６年４月１日現在

３　都市計画道路

　●岩井市 （単位：ｍ，％　平成１６年４月１日現在）　

　●猿島町 （単位：ｍ，％　平成１６年４月１日現在）　

４　都市計画公園，都市公園

 

－ ２５６ －

指定（変更）内容
市街化調整区域面積

（ｈａ）
市街化区域面積
（ｈａ）

都市計画区域面積
（ｈａ）

告示年月日

岩井・境都市計画区域に
おける当初決定

８，７４８ｈａ４００ｈａ９，１４８ｈａ
Ｓ４５．１１．２５
茨城県告示第１５３３号

公営住宅建設区域を市街
化区域に編入

８，７３９ｈａ４０６ｈａ９，１４５ｈａ
Ｓ５３．８．２５
茨城県告示第１０５１号

工業団地造成区域を市街
化区域に編入

８，５７２ｈａ５００ｈａ９，０７２ｈａ
Ｈ４．２．１３
茨城県告示第１８４号

指定（変更）内容
市街化調整区域面積

（ｈａ）
市街化区域面積
（ｈａ）

都市計画区域面積
（ｈａ）

告示年月日

岩井・境都市計画区域に
おける当初決定

３，０６６ｈａ１８０ｈａ３，２４６ｈａ
Ｓ４５．１１．２５
茨城県告示第１５３３号

決　定
年月日

整備進捗率
（％）

改良済延長
（ｍ）

計画
道路名

区　分
延長（ｍ）幅員路線番号

Ｈ７．３．２３００．００７，０００２５
首都圏中央連絡自
動車道

１・３・２

Ｈ３．１２．２４６９．０３，６７０５，３２０１６辺田・上出島線３・４・４
Ｈ元．２．２３２７．５８４０３，０６０１６辺田・本町線３・４・５
Ｓ５８．４．１４１００．０２，１５０２，１５０１６長谷・八幡線３・４・６
Ｈ元．２．２３３２．０４８０１，５００１６長谷・藤田線３・４・８
Ｈ７．３．２３００．００４，２００１６沓掛橋・岩井線３・４・１０
Ｓ５８．４．１４１００．０８８０８８０１６辺田・長谷線３・４・２２
Ｈ３．１２．２４１００．０６００６００１６猫実・大口線３・４・２４
Ｈ元．２．２３――１，５４０１２篠山・藤田線３・５・７
Ｈ３．１１．２０８７．３３，０８０３，５３０１２（１６）岩井・勘助新田線３・５・２５
Ｈ３．１２．２４３０．５２，９１０９，５４０２５（３０）大口・上出島線３・３・２３
Ｈ８．９．５――６５０２１三本松・中西線３・４・２５
Ｈ８．９．５――１，６３０１７辺田・城合線３・４・２６
Ｈ８．９．５――８４０１０緑の散歩道８・６・１

決　定
年月日

整備進捗率
（％）

改良済延長
（ｍ）

計画
道路名

区　分
延長（ｍ）幅員路線番号

Ｈ７．３．２３００．００３，７９０２５
首都圏中央連絡自
動車道

１・３・２

Ｈ７．３．２３８４．１２，１１０２，５１０１６沓掛橋・岩井線３・４・１０
Ｓ４８．９．２７００．００１，０３０１２遠神・追分線３・５・９
Ｈ１３．４．１６００．００４５０２５生子・山崎線３・３・２７

都市公園
面積（ｈａ）数
１０．８４２岩井市

なし猿島町
１０．８４２合計



　都市公園一覧

５　土地区画整理事業（施行済，施工中，都決済含む）

市制施行協議基準　第１３号

「住民の担税力及びその市の財政状況が十分であること」については，下記の事項について資料を調製した。

記

１　地方税の納入額（新市，他市との比較：平成１５年度）

２　固定資産評価額（新市，他市との比較：平成１５年度）

３　基準財政需要額（新市，他市との比較：平成１５年度）

４　一般会計歳出予算（新市，他市との比較：平成１６年度）

５　地方交付税交付額（新市，他市との比較：平成１５年度）

６　地方債の状況（新市，他市との比較：平成１６年度）

７　税の滞納状況・徴収率（新市，他市との比較：平成１５年度）

８　普通会計決算・財政指標（新市，平成１５年度）

９　普通会計歳入歳出決算（新市，平成１３年度～平成１５年度）

　�　地方税の納入額（平成１５年度） （千円）　

　地方税の納入額・他市との比較（平成１５年度） （千円）　

 

－ ２５７ －

供用開始（整備
完了）年月日

都市計画
決定年月日

面積（ｈａ）位　　　置公園名

Ｓ６０．７．６Ｓ５４．６．２１１０．２岩井市大字岩井３１６２－３八坂公園岩井市
Ｓ５９．７．１Ｓ５７．１２．２４０．６４岩井市大字岩井４３２５－１中央児童公園

なし猿島町

都市計画決定年月日施工期間事業認可年月日面積（ｈａ）施行主体地区名
Ｈ８．９．５――３９．５組合辺田地区岩井市

なし猿島町

内訳
新市区分

猿島町岩井市
２０９，５１８７０９，６７８９１９，１９６県民税

県　

税

１５７，８７７５９５，２４３７５３，１２０事業税
２９７，５８０８４４，９６３１，１４２，５４３自動車税等
６１，９１５１７１，２８１２３３，１９６その他
７２６，８９０２，３２１，１６５３，０４８，０５５計
４８，４９５５３，７６３５２，４０５人口１人あたり（円）
４８７，３８８１，７２６，５０８２，２１３，８９６市町村民税

市
町
村
民
税

６０５，２９７２，７４７，４１１３，３５２，７０８固定資産税
０２３２，１８９２３２，１８９都市計画税

１１２，８６７３７２，３７７４８５，２４４その他
１，２０５，５５２５，０７８，４８５６，２８４，０３７計
８０，４２９１１７，６２８１０８，０４２人口１人あたり（円）

１，９３２，４４２７，３９９，６５０９，３３２，０９２合計
１２８，９２４１７１，３９１１６０，４４７人口１人あたり（円）

北茨城市結城市古河市新市区　　分
７９７，１１１１，０３８，８８７１，１２８，４５９９１９，１９６県民税
９８０，３５４１，６４０，８５２６７１，６９１７５３，１２０事業税



　�　固定資産税評価額に関する調べ（平成１５年度） （千円）　

　固定資産税評価額に関する調べ・他市との比較（平成１５年度） （千円）　

　�　基準財政需要額（平成１５年度） （千円）　

 

－ ２５８ －

７４５，５２２９４７，９４３８２３，６４７１，１４２，５４３自動車税等県　

税 ８４，０８１１１５，５６７１２３，１０９２３３，１９６その他
２，６０７，０６８３，７４３，２４９２，７４６，９０６３，０４８，０５５計
５０，４１６７０，５２１４６，３６６５２，４０５人口１人あたり（円）

１，９４７，０６２２，３７２，６２２２，８１５，１５２２，２１３，８９６市町村民税

市
町
村
税

２，７２９，４９６２，９１１，８４３３，０１６，０５２３，３５２，７０８固定資産税
１８９，３６３３６６，９４９６１５，４４６２３２，１８９都市計画税
４３０，２３０４２２，６１１４２４，８６６４８５，２４４その他
５，２９６，１５１６，０７４，０２５６，８７１，５１６６，２８４，０３７計
１０２，４１８１１４，４３２１１５，９８７１０８，０４２人口１人あたり（円）
７，９０３，２１９９，８１７，２７４９，６１８，４２２９，３３２，０９２合計
１５２，８３４１８４，９５３１６２，３５３１６０，４４７人口１人あたり（円）

内訳
新市区分

猿島町岩井市
５８９，３９５２，１９３，０８０２，７８２，４７５田

土　

地

４，７９９，７５７１０，９２６，９６４１５，７２６，７２１畑
３１，７９６，６５７１５１，０２５，７６３１８２，８２２，４２０宅地
８８８，５１７４，４４２，５９７５，３３１，１１４山林
９，５８１１６，６８２２６，２６３原野

４，０４９，１５４２８，００８，４１７３２，０５７，５７１その他
４２，１３３，０６１１９６，６１３，５０３２３８，７４６，５６４計
２５，６６９，３６５９２，３０１，５１５１１７，９７０，８８０家屋
６，０６１，６３９４０，５３２，２９２４６，５９３，９３１償却資産
７３，８６４，０６５３２９，４４７，３１０４０３，３１１，３７５合計
４，９１６，７３２７，５９３，７５１６，９０５，１８９人口１人あたり（円）

北茨城市結城市古河市新市区分
１，３９９，１３８１，９２７，２１７３，０５２，９３１２，７８２，４７５田

土　

地

２０６，５１９３４，０３７，８５４５３，６４８，９８８１５，７２６，７２１畑
２０５，４９７，１９８１９９，６６３，７５０２５１，２７５，４０９１８２，８２２，４２０宅地

５３４，３３９１０８，２０６１，１１６，１８１５，３３１，１１４山林
１０８，０７７６１３３７，８４０２６，２６３原野

１０，８０２，４１９１４，８７２，８０８２４，３８６，７６９３２，０５７，５７１その他
２１８，５４７，６９０２５０，６１０，４４８３３３，５１８，１１８２３８，７４６，５６４計
９５，７４４，６９３１０１，６５９，４８７１００，４７０，７０３１１７，９７０，８８０家屋
５６，７９６，９５４２８，７３１，３９９２５，３４５，６０５４６，５９３，９３１償却資産
３７１，０８９，３３７３８１，００１，３３４４５９，３３４，４２６４０３，３１１，３７５合計
７，１１８，２６４７，１７７，８７０７，７４４，７６８６，９０５，１８９人口１人あたり（円）

内訳
新市区分

猿島町岩井市
２，８９７，９７３　７，０９２，１８３９，９９０，１５６金額（千円）基準財政

需要額 １９３，３４０　　１６２，２７０１７１，７６１人口１人あたり（円）



　臨時財政対策債含む

　基準財政需要額・他市との比較（平成１５年度）

　臨時財政対策債含む

　�　一般会計歳出予算（平成１６年度） （千円）　

　一般会計歳出予算・他市との比較（平成１６年度） （千円）　

 

－ ２５９ －

内訳
新市区分

猿島町岩井市
３，３０５，２８２７，９５２，２５２１１，２５７，５３４金額（千円）基準財政

需要額 ２２０，５１４１８４，１９１１９３，５５１人口１人あたり（円）

北茨城市結城市古河市新市区分
７，６４７，４４５７，８２６，３９０８，１０２，９１０９，９９０，１５６金額（千円）基準財政

需要額 １４７，８８８１４７，４４５１３６，７７２１７１，７６１人口１人あたり（円）

北茨城市結城市古河市新市区分
８，６１９，１８５８，８２８，６２７９，２５７，９９４１１，２５７，５３４金額（千円）基準財政

需要額 １６６，６８０１６６，３２７１５６，２６９１９３，５５１人口１人あたり（円）

構成比
（％）

内訳
新市款別

猿島町岩井市
１．６１０６，７４４　１９１，５１３２９８，２５７１　議会費
１３．７７３３，８２０１，８１５，９７０２，５４９，７９０２　総務費
２２．３９１１，２６７３，２２８，２５６４，１３９，５２３３　民生費
８．６３００，６９９１，２９３，８０８１，５９４，５０７４　衛生費
０．００　　　１１６１１６５　労働費
６．２５２６，７６１　６２６，２２４１，１５２，９８５６　農林水産業費
１．６６６，５５６　２２６，６１２２９３，１６８７　商工費
１２．８６８１，０７５１，６８７，０１７２，３６８，０９２８　土木費
４．７２９７，２７２　５７９，６３７８７６，９０９９　消防費
１４．１９０９，４０４１，７１０，０９７２，６１９，５０１１０　教育費
０．００　　　　００１１　災害復旧費
１４．２８３４，４０２１，７９６，７４８２，６３１，１５０１２　公債費
０．０４，０００　　　　２４，００２１３　諸支出金
０．２１０，０００　　２５，０００３５，０００１４　予備費
１００．０５，３８２，０００１３，１８１，０００１８，５６３，０００歳出合計

３５９，０６３　３０５，３００３１９，１５５人口１人あたり（円）

北茨城市結城市古河市新市款別
２４３，２７０２１４，０３９２６６，２４６２９８，２５７１　議会費

１，７６７，８４９１，４６８，７２８１，７６５，３４８２，５４９，７９０２　総務費
３，６３６，５６７４，０６０，１４０４，６０６，９７３４，１３９，５２３３　民生費
１，７１２，８９１１，０２０，５０１１，１９８，０８７１，５９４，５０７４　衛生費

０２，４０６５，０４４１１６５　労働費
９７７，０９３５７９，４７８１６８，１００１，１５２，９８５６　農林水産業費
３６４，９５６１７１，９８４２０４，７９２２９３，１６８７　商工費

１，１８８，１８０３，０８０，６４６１，９９８，８１４２，３６８，０９２８　土木費
８４５，７９７６７３，０８３６４９，５００８７６，９０９９　消防費

１，７１１，６３６１，９３２，００５２，３８８，０８０２，６１９，５０１１０　教育費
７００３２０１１　災害復旧費

２，９７１，０１４２，４８１，９８６３，６７４，０１４２，６３１，１５０１２　公債費



　�　地方交付税額調べ（平成１５年度） （千円）　

　地方交付税額調べ・他市との比較（平成１５年度） （千円）　

　�　地方債の状況（一般会計） （千円）　

　※人口１人あたりの額は平成１５年度末地方債残高で算出

　地方債の状況・他市との比較（一般会計） （千円）　

　※人口１人あたりの額は平成１５年度末地方債残高で算出

　�　税の滞納状況及び徴収率調べ（平成１５年度） （千円）　

 

－ ２６０ －

４０，０４７１０４，００２１３　諸支出金
５０，０００３５，０００８７，０００３５，０００１４　予備費

１５，５１０，０００１５，７２０，０００１７，０１２，０００１８，５６３，０００歳出合計
２９９，９３６２９６，１５７２８７，１５１３１９，１５５人口１人あたり（円）

内訳
新市区分

猿島町岩井市
１，８７０，３４８　３，０５２，７６９４，９２３，１１７金額（千円）
１２４，７８１　　７０，７０９８４，６４３人口１人あたり（円）

北茨城市結城市古河市新市区分
３，６６６，６１７３，２０８，３３６２，９４２，５４７４，９２３，１１７金額（千円）
７０，９０６６０，４４３４９，６６８８４，６４３人口１人あたり（円）

内訳
新市区分

猿島町岩井市
５，４４５，６１１１０，４１８，０１６１５，８６３，６２７平成１５年度末地方債残高
９２９，１００１，６４５，１００２，５７４，２００平成１６年度起債見込額
７１９，６４５１，５０２，３９４２，２２２，０３９平成１６年度償還見込額
５，６５５，０６６１０，５６０，７２２１６，２１５，７８８平成１６年度末地方債残高見込額
３６３，３０７２４１，３０３２７８，７９９人口１人あたり（円）

北茨城市結城市古河市新市区分
１８，６７９，７４３１５，４６９，１０２１７，６６６，５７４１５，８６３，６２７平成１５年度末地方債残高
２，２９０，９００２，０５０，０００２，４７０，３００２，５７４，２００平成１６年度起債見込額
２，４８７，１４１２，０９３，０９６３，０４８，０５６２，２２２，０３９平成１６年度償還見込額
１８，４８３，５０２１５，４２６，００６１７，１０１，４３９１６，２１５，７８８平成１６年度末地方債残高見込額
３６１，２３３２９１，４３０２８８，６６１２７８，７９９人口１人あたり（円）

内訳
新市区分

猿島町岩井市
１，２０７，２６９５，１１１，７６６６，３１９，０３５現年課税（Ａ）

調定済額 ６５，９９６８９４，９０９９６０，９０５滞納課税（Ｂ）
１，２７３，２６５６，００６，６７５７，２７９，９４０合計（Ｃ）
１，１９２，５８６４，９２８，６７６６，１２１，２６２現年課税（Ｄ）

収入済額 １２，９６６１４９，０８９１６２，０５５滞納課税（Ｅ）
１，２０５，５５２５，０７７，７６５６，２８３，３１７合計（Ｆ）

９８．８９６．４９７．４現年課税（Ｄ）／（Ａ） ％
徴収率 １９．６１６．７１６．９滞納課税（Ｅ）／（Ｂ） ％

９４．７８４．５８６．１合計（Ｆ）／（Ｃ） ％



　税の滞納状況及び徴収率調べ・他市との比較（平成１５年度） （千円）　

　�　過去３カ年の普通会計決算

　〈総括〉 （千円）　

　過去３カ年の財政指標

　財政力指数

　公債費負担比率

　起債制限比率

　経常収支比率

 

－ ２６１ －

北茨城市結城市古河市新市区分
５，４０６，４６２６，１１７，２４４６，２８２，９２９６，３１９，０３５現年課税（Ａ）

調定済額 １，０８８，２７５９０９，８６８８７３，３１９９６０，９０５滞納課税（Ｂ）
６，４９４，７３７７，０２７，１１２７，１５６，２４８７，２７９，９４０合計（Ｃ）
５，１９４，０１５５，８８９，７６４６，１３２，１４４６，１２１，２６２現年課税（Ｄ）

収入済額 １０２，１３６１８４，２６１１２１，４７７１６２，０５５滞納課税（Ｅ）
５，２９６，１５１６，０７４，０２５６，２５３，６２１６，２８３，３１７合計（Ｆ）

９６．１９６．３９７．６９７．４現年課税（Ｄ）／（Ａ） ％
徴収率 ９．４２０．３１３．９１６．９滞納課税（Ｅ）／（Ｂ） ％

８１．５８６．４８７．４８６．１合計（Ｆ）／（Ｃ） ％

内訳
新市区分

猿島町岩井市
５，８７０，１８２１４，９３２，８７５２０，８０３，０５７歳入決算額平成１３年度
５，４８４，４０８１４，４９４，６９３１９，９７９，１０１歳出決算額
３８５，７７４　４３８，１８２８２３，９５６歳入歳出差引額
８，２３８　１０９，７７１１１８，００９翌年度へ繰り越すべき財源
３７７，５３６　３２８，４１１７０５，９４７実質収支額
５，３０１，３８５１３，５９９，１１８１８，９００，５０３歳入決算額

平成１４年度
５，０３１，２１８１３，０８６，９６２１８，１１８，１８０歳出決算額
２７０，１６７　５１２，１５６７８２，３２３歳入歳出差引額
１４，８１４　１５５，７９７１７０，６１１翌年度へ繰り越すべき財源
２５５，３５３　３５６，３５９６１１，７１２実質収支額
５，９５２，３１６１３，７３９，７６９１９，６９２，０８５歳入決算額平成１５年度
５，６４９，９２１１２，８４７，７４２１８，４９７，６６３歳出決算額
３０２，３９５８９２，０２７１，１９４，４２２歳入歳出差引額

０１８１，１３６１８１，１３６翌年度へ繰り越すべき財源
３０２，３９５７１０，８９１１，０１３，２８６実質収支額

平成１５年度平成１４年度平成１３年度区分
０．６０９０．５９４０．５７３岩井市
０．３９４０．３８９０．３８１猿島町

平成１５年度平成１４年度平成１３年度区分
１０．２１０．５１０．５岩井市
１２．５１０．８１０．７猿島町

平成１５年度平成１４年度平成１３年度区分
８．３８．５８．７岩井市
７．３６．７７．３猿島町

平成１５年度平成１４年度平成１３年度区分
８４．３８５．４８２．６岩井市
８２．６７９．９７７．７猿島町



　�　過去３カ年の普通会計歳入歳出決算調べ

　〈平成１３年度：歳入〉 （千円）　

　〈平成１４年度：歳入〉 （千円）　

 

－ ２６２ －

構成比
（％）

内訳
新市区分

猿島町岩井市
３０．９１，２３７，０１０５，１８４，４４８６，４２１，４５８１　地方税
２．０１１１，８５５　３１３，１１２４２４，９６７２　地方譲与税
１．１５３，９２４　１７８，５６０２３２，４８４３　利子割交付金
２．４１２２，７８５　３６９，７６８４９２，５５３４　地方消費税交付金
０．６２９，５４６　　８６，１０４１１５，６５０５　ゴルフ場利用税交付金
０．００　　　　００６　特別地方消費税交付金
１．０５５，２４３　１５４，６９８２０９，９４１７　自動車取得税交付金
０．００　　　　００８　軽油取引税交付金
０．９４３，３３８　１５４，２１４１９７，５５２９　地方特例交付金
０．０１，９８１　　６，９９３８，９７４１０　交通安全対策特別交付金
２８．７２，２３９，６８７３，７３７，６７７５，９７７，３６４１１　地方交付税
０．７２２，７５４　１２６，０２５１４８，７７９１２　使用料
０．５９，４００　　９９，８４１１０９，２４１１３　手数料
０．４４１，９１３　　３１，２５８７３，１７１１４　分担金・負担金
６．３１３３，９７１１，１６９，６８２１，３０３，６５３１５　国庫支出金
４．０２３６，９１６　５８７，６８９８２４，６０５１６　県支出金
０．４２０，１８６　　５５，９８２７６，１６８１７　財産収入
０．００４０８４０８１８　寄付金
４．２５１，２０５　８３１，０８０８８２，２８５１９　繰入金
４．８５５４，３６９　４３４，１１９９８８，４８８２０　繰越金
２．３１５４，２９９　３３１，５１７４８５，８１６２１　諸収入
８．８７４９，８００１，０７９，７００１，８２９，５００２２　地方債
１００．０５，８７０，１８２１４，９３２，８７５２０，８０３，０５７歳入合計

構成比
（％）

内訳
新市区分

猿島町岩井市
３３．７１，２３０，３８１５，１３４，０２５６，３６４，４０６１　地方税
２．３１１３，２５２　３２０，８９２４３４，１４４２　地方譲与税
０．４１７，６０５　　５８，８１９７６，４２４３　利子割交付金
２．３１０７，４３２　３２０，１５４４２７，５８６４　地方消費税交付金
０．５３０，６９８　　７２，４５９１０３，１５７５　ゴルフ場利用税交付金
０．００　　　　００６　特別地方消費税交付金
１．０４９，２６４　１３９，６７２１８８，９３６７　自動車取得税交付金
０．００　　　　００８　軽油取引税交付金
１．０４０，８１７　１４７，７９８１８８，６１５９　地方特例交付金
０．０１，８８７　　６，９３６８，８２３１０　交通安全対策特別交付金
２９．３２，０７６，５６０３，４６７，６４６５，５４４，２０６１１　地方交付税
０．８１７，７７９　１３１，１７１１４８，９５０１２　使用料
０．６９，１２１　　９９，３５６１０８，４７７１３　手数料
０．４４３，９６３　　３０，６５１７４，６１４１４　分担金・負担金
７．０１７８，７１５１，１３６，６９０１，３１５，４０５１５　国庫支出金
３．６１８３，７３２　４９３，２９８６７７，０３０１６　県支出金
０．５６，７３３　　８０，３２７８７，０６０１７　財産収入
０．００２００２００１８　寄付金
２．４１００，８９８　３５７，０８２４５７，９８０１９　繰入金
４．３３８５，７７４　４３８，１８２８２３，９５６２０　繰越金
３．０２５０，３７４　３１４，８６０５６５，２３４２１　諸収入
６．９４５６，４００　８４８，９００１，３０５，３００２２　地方債
１００．０５，３０１，３８５１３，５９９，１１８１８，９００，５０３歳入合計



　〈平成１５年度：歳入〉 （千円）　

　〈平成１３年度：目的別歳出〉 （千円）　

　〈平成１４年度：目的別歳出〉 （千円）　

 

－ ２６３ －

構成比
（％）

内訳
新市区分

猿島町岩井市
３１．９１，２０５，５５２５，０７８，４８５６，２８４，０３７１　地方税
２．３１１８，８５９３３７，０６４４５５，９２３２　地方譲与税
０．３１１，７６８４０，３２１５２，０８９３　利子割交付金
２．４１２１，９２７３５５，６９６４７７，６２３４　地方消費税交付金
０．５２８，２７７７０，２１５９８，４９２５　ゴルフ場利用税交付金
０．００００６　特別地方消費税交付金
１．１５５，７０４１５８，０６４２１３，７６８７　自動車取得税交付金
０．００００８　軽油取引税交付金
０．９４１，１０４１４５，２１４１８６，３１８９　地方特例交付金
０．１１，９６２７，４０８９，３７０１０　交通安全対策特別交付金
２５．０１，８７０，３４８３，０５２，７６９４，９２３，１１７１１　地方交付税
０．７１７，５５６１１０，５２１１２８，０７７１２　使用料
０．２９，２４４３０，７７９４０，０２３１３　手数料
０．９４７，９７８１２０，８６４１６８，８４２１４　分担金・負担金
７．４３１３，４４３１，１５０，２０７１，４６３，６５０１５　国庫支出金
３．５２１４，８２５４７５，８３１６９０，６５６１６　県支出金
０．２６，３０４３９，２８３４５，５８７１７　財産収入
０．０２，０４７２，３００４，３４７１８　寄付金
４．０３７４，１６４４１０，９２４７８５，０８８１９　繰入金
４．０２７０，１６７５１２，１５６７８２，３２３２０　繰越金
２．５１３４，９８７３５９，６６８４９４，６５５２１　諸収入
１２．１１，１０６，１００１，２８２，０００２，３８８，１００２２　地方債
１００．０５，９５２，３１６１３，７３９，７６９１９，６９２，０８５歳入合計

構成比
（％）

内訳
新市款別

猿島町岩井市
１．５１１５，８２３　１８５，３２６３０１，１４９１　議会費
１４．８９０６，５４６２，０５４，９２８２，９６１，４７４２　総務費
１９．２１，２００，８７２２，６３３，７５７３，８３４，６２９３　民生費
９．０４５１，４７９１，３４２，３６６１，７９３，８４５４　衛生費
０．１０　　９，４０３９，４０３５　労働費
６．４５６６，９３９　７１０，６７５１，２７７，６１４６　農林水産業費
０．８３７，３８４　１３０，３４６１６７，７３０７　商工費
１７．２６９６，２６７２，７３６，６５８３，４３２，９２５８　土木費
４．２２６１，４７７　５８２，４５１８４３，９２８９　消防費
１８．２７１６，９７７２，９２３，３８７３，６４０，３６４１０　教育費
０．００　　　　００１１　災害復旧費
８．４４９２，６４１１，１８５，３９６１，６７８，０３７１２　公債費
０．２３８，００３　　　　０３８，００３１３　諸支出金
０．００　　　　００１４　予備費
１００．０５，４８４，４０８１４，４９４，６９３１９，９７９，１０１歳出合計

構成比
（％）

内訳
新市款別

猿島町岩井市
１．７１１０，４７９　１９０，７２３３０１，２０２１　議会費
１４．６７８２，０６２１，８６６，３１４２，６４８，３７６２　総務費
２０．４８０１，４０１２，８９０，６８８３，６９２，０８９３　民生費
８．８３４５，４３０１，２５７，７１６１，６０３，１４６４　衛生費
０．１０　　９，２９８９，２９８５　労働費



　〈平成１５年度：目的別歳出〉 （千円）　

　〈平成１３年度：性質別歳出〉 （千円）　

　〈平成１４年度：性質別歳出〉 （千円）　

 

－ ２６４ －

６．５５２２，２４８　６５８，４９４１，１８０，７４２６　農林水産業費
１．３５２，８４６　１８０，６７５２３３，５２１７　商工費
１７．０７９５，６３３２，２７７，４２２３，０７３，０５５８　土木費
４．９３０２，５８１　５９１，９５７８９４，５３８９　消防費
１５．６８１１，５４９２，００６，２３０２，８１７，７７９１０　教育費
０．００　　　　００１１　災害復旧費
９．１４９８，４３５１，１５７，４４５１，６５５，８８０１２　公債費
０．０８，５５４　　　　０８，５５４１３　諸支出金
０．００　　　　００１４　予備費
１００．０５，０３１，２１８１３，０８６，９６２１８，１１８，１８０歳出合計

構成比
（％）

内訳
新市款別

猿島町岩井市
１．６１０８，１９２１８７，４９８２９５，６９０１　議会費
１４．８７１９，６１８２，０２１，２６８２，７４０，８８６２　総務費
２１．２８６１，７６３３，０６０，１８８３，９２１，９５１３　民生費
８．８３９１，９７１１，２２８，５０８１，６２０，４７９４　衛生費
０．００８，８５０８，８５０５　労働費
６．１５５５，２３２５７６，０４７１，１３１，２７９６　農林水産業費
１．４６５，４１１１８９，７２７２５５，１３８７　商工費
１６．４９０９，７２８２，１２９，７３５３，０３９，４６３８　土木費
４．６２８７，４１１５５５，０４３８４２，４５４９　消防費
１５．９１，１８０，８９９１，７５２，６３０２，９３３，５２９１０　教育費
０．００００１１　災害復旧費
９．２５６０，０７６１，１３８，２４８１，６９８，３２４１２　公債費
０．０９，６２００９，６２０１３　諸支出金
０．００００１４　予備費
１００．０５，６４９，９２１１２，８４７，７４２１８，４９７，６６３歳出合計

構成比
（％）

内訳
新市区分

猿島町岩井市
２１．１１，１１４，３００３，１０６，９９１４，２２１，２９１１　人件費
７．９３３６，３７８１，２４６，２８１１，５８２，６５９２　扶助費
８．４４９２，６４１１，１８５，３７４１，６７８，０１５３　公債費
１２．０６５８，２０８１，７３３，６８７２，３９１，８９５４　物件費
０．７８３，９９９　　４９，７８２１３３，７８１５　維持補修費
１３．１７９７，０２７１，８２７，４９２２，６２４，５１９６　補助費等
７．９３７７，６５３１，１９６，１２７１，５７３，７８０７　繰出金
３．３２４９，３９８　４１７，２２１６６６，６１９８　積立金
０．７４，１５０　１２５，３７４１２９，５２４９　投資及び出資金・貸付金
２４．９１，３７０，６５４３，６０６，３６４４，９７７，０１８普通建設事業費

１０　投資的経費
０．００　　　　００災害復旧事業費
１００．０５，４８４，４０８１４，４９４，６９３１９，９７９，１０１歳出合計

構成比
（％）

内訳
新市区分

猿島町岩井市
２２．６１，０９５，５６４２，９９１，５５４４，０８７，１１８１　人件費
９．６３４６，４４１１，３９５，９２７１，７４２，３６８２　扶助費
９．１４９８，４３５１，１５７，４３４１，６５５，８６９３　公債費



　〈平成１５年度：性質別歳出〉 （千円）　

市制施行協議基準第１４号

「将来発展性のあること」については，下記の事項について資料を調整した。

記

１　位置・地勢・面積

２　人口増加の状況

３　産業

４　交通

５　将来の都市建設計画

１．位置・地勢・面積
　新市は，茨城県の南西部，首都５０㎞圏，県都水戸からは約７０㎞の距離に位置し，新市の全域が首都圏近郊

整備地帯に指定されている。

　新市に隣接する市町は，東に水海道市・石下町，北に三和町・八千代町，西に境町，南に利根川を挟んで

千葉県野田市と接している。

　新市の総面積は，１２３．１８�（岩井市：９０．７２�，猿島町：３２．４６�）で，県土の約２．０％を占め，区域は，東

西約１２㎞，南北約２０㎞となっている。

　新市をとりまく自然環境は，新市の南西側に利根川，南側に飯沼川，東側に西仁連川などの河川が流れて

いるとともに，新市の南端には，菅生沼があり，野鳥や昆虫などが生息する首都圏において貴重な水辺空間

が残されている。また，新市の中央部は猿島台地と呼ばれる概ね平坦な台地が広がっており，田・畑地や山

林など良好な自然環境が残されている。

　気候は，太平洋型で，年平均気温は１５．０℃，年間降雨量は１，２９３㎜と比較的温暖な地域である。

　

－ ２６５ －

１３．４６７９，８２６１，７５５，０９１２，４３４，９１７４　物件費
１．０１２２，７１６　　６７，４５８１９０，１７４５　維持補修費
１４．２７３９，０２７１，８３６，７５２２，５７５，７７９６　補助費等
９．８４４１，８４９１，３２９，２０５１，７７１，０５４７　繰出金
１．６１０７，３５１　１７４，０７２２８１，４２３８　積立金
０．２３，１００　　２７，８２０３０，９２０９　投資及び出資金・貸付金
１８．５９９６，９０９２，３５１，６４９３，３４８，５５８普通建設事業費

１０　投資的経費
０．００　　　　００災害復旧事業費
１００．０５，０３１，２１８１３，０８６，９６２１８，１１８，１８０歳出合計

構成比
（％）

内訳
新市区分

猿島町岩井市
２２．４１，１０３，０７１３，０４９，３１０４，１５２，３８１１　人件費
１０．６３８４，２０７１，５７９，１８４１，９６３，３９１２　扶助費
９．２５６０，０７６１，１３８，２３５１，６９８，３１１３　公債費
１３．６７０９，１７１１，８０６，２７３２，５１５，４４４４　物件費
０．９７２，９５１８８，１６４１６１，１１５５　維持補修費
１３．７８０２，０９９１，７４０，４４６２，５４２，５４５６　補助費等
９．７４８３，９８４１，３０９，４０３１，７９３，３８７７　繰出金
１．０７６１７５，６７１１７５，７４７８　積立金
０．２１０，２１４３３，６３１４３，８４５９　投資及び出資金・貸付金
１８．７１，５２４，０７２１，９２７，４２５３，４５１，４９７普通建設事業費

１０　投資的経費
０．００００災害復旧事業費
１００．０５，６４９，９２１１２，８４７，７４２１８，４９７，６６３歳出合計



２．人口増加の状況
　平成１２年の国勢調査による１市１町の人口は５８，６７３人である。平成１６年４月１日現在の常住人口調査によ

ると５７，９０１人となっており，近年は横ばい・減少の傾向となっている。

　今後，我が国の総人口は少子化の一層の進展により，減少に転じることが予想されるが，１市１町の合併に

より，首都圏中央連絡自動車道の整備効果やつくばエクスプレスの開通を見据え，首都圏近郊整備地帯に位

置する都市として，人々が移り住み，住み続けるような魅力ある都市づくりをすすめることとし，建設計画

期間中の人口の目標として７０，０００人を目指す。

　また，近年，核家族化が進行しており，平成１６年４月１日現在の世帯数は，１６，４９１世帯で昭和６０年の世帯

数の約１．２倍となっている。

　年齢３区分別人口は，少子高齢化の影響により，平成７年から平成１２年にかけて，年少人口と老年人口が

逆転している。平成１６年の年齢３区分別人口構成比は，年少人口が１４．６％，生産年齢人口が６６．５％，老年人

口が１９．０％となっており，年少人口が減少傾向，生産年齢人口が横ばい傾向，老年人口は増加傾向にある。

　産業別就業者人口は，平成１２年の国勢調査では，第１次産業が１４．１％，第２次産業が４２．７％，第３次産業

が４２．９％となっている。各産業の就業者数は，第１次産業が減少傾向，第２次産業が横ばい傾向，第３次産

業が増加傾向にある。

　

　■人口及び世帯数の推移及び想定（総人口：人，世帯数：世帯，１世帯当たりの人員：人／世帯）

　資料：昭和６０年から平成１２年までは国勢調査（各年１０月１日現在），

　　　　平成１６年は常住人口調査（４月１日現在）

　■年齢３区分別人口の推移 （上段：人，下段：％）　

　※年齢不詳があるため，総人口と年齢区分別人口の計が一致しない場合がある。

　　資料：昭和６０年から平成１２年までは国勢調査（各年１０月１日現在）

　　　　　平成１６年は常住人口調査（４月１日現在）

　■産業別就業者人口の推移 （上段：人，下段：％）　

 

－ ２６６ －

平成２６年想定平成１６年平成１２年平成７年平成２年昭和６０年
７０，０００５７，９０１５８，６７３５９，７３８５８，６９９５７，６４７総　人　口

４２，７４６４３，４２１４４，３２５４３，１０２４２，１７７岩井市
内訳

１５，１５５１５，２５２１５，４１３１５，５９７１５，４７０猿島町
２１，３００１６，４９１１５，７０７１５，３２５１４，２２７１３，２４２世　帯　数

１２，６４１１２，０７０１１，８５６１０，９３０１０，０９６岩井市
内訳

３，８５０３，６３７３，４６９３，２９７３，１４６猿島町
３．２９３．５１３．７４３．９０４．１３４．３５１世帯当たりの人員

平成２６年度想定平成１６年平成１２年平成７年平成２年昭和６０年

７０，０００５７，９０１５８，６７３５９，７３８５８，６９９５７，６４７総　人　口
１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０構成比

９，２００８，４２８９，０５１１０，２７４１１，６３４１３，６３２
年少人口
０～１４歳

１３．１１４．６１５．４１７．２１９．８２３．６構成比

４３，７００３８，４９３３９，３０４４０，０８５３９，６４１３７，９８６
生産年齢人口
１５～６４歳

６２．４６６．５６７．０６７．１６７．５６５．９構成比

１７，１００１０，９７４１０，３１２９，２０７７，３７５６，０２９
老年人口
６５歳以上

２４．５１９．０１７．６１５．４１２．６１０．５構成比

平成２６年度想定平成１２年平成７年平成２年昭和６０年

３７，０００３１，９５２３１，９０２３１，３６７２９．８６３就業人口
４，１００４，５１７４，７２２６，０５６７，７２２第１次産業



　※分類不能の職種があるため，構成比率の計が１００に満たない場合がある。

　　資料：実績値は国勢調査（各年１０月１日現在）

３．産　業
　◆農　業

　これまで，岩井市，猿島町の１市１町は農業を基幹産業として発展してきた。

総農家戸数は年々減少傾向にあるが，平成１２年の粗生産額は２３，４５０百万円で，合併後は，茨城県内で屈指の

生産額となる。特に畑作が盛んな地域であり，夏ねぎ，トマト，レタス，春はくさいが，銘柄産地の指定を

受け，全国有数の生鮮野菜供給基地としての役割を担っている。

　新市においては，これらの集積を生かして全国一の野菜生産地としての地位確立を目指し，様々な施策を

展開することにより，一層の農業振興が期待できる。

　

　◆工　業

　新市は，２つの工業団地を有しており，多数の事業所が立地している。

平成１３年の事業所数は２９７所，製造品出荷額は１８０，８２８百万円となっており，近年の推移によると，全国的な

傾向と同様に横ばい・減少傾向にあるが，つくばハイテクパークいわいへの事業所の企業立地など新たな事

業所の進出も見られる。

　新市においては，首都圏中央連絡自動車道のＩ．Ｃが設置されることから，これらの整備効果を生かした

産業活性化を進めていく。

　

　◆商　業

　１市１町の，平成１４年の商店数は７３３店，売上高は６８，４２８百万円となっている。近年，商店数，売上高とも

に卸売りの増減の影響により，全体としては減少傾向にあるが，小売業については，岩井市のモール事業に

よる商店街の振興等が図られている。

　新市においては，各地域の特性を生かしながら，市街地の整備と合わせた商業活性化に向けた事業を推進

するともに，一体的な振興を図り，商業の振興を図っていく。

４．交　通
　◆道　路

　高速自動車道については，現在，１市１町内には整備されておらず，常磐自動車道の谷和原Ｉ．Ｃや土浦北

Ｉ．Ｃ等の利用となっている。

　今後は，首都圏中央連絡自動車道のＩ．Ｃが設置され，東関東，常磐，東北，関越，中央，東名など放射

状の各高速道路と連結し，交通の要衝となることが期待される。

　一般国道については，国道３５４号が地域の中心を通過している。現在，国道３５４号バイパスの整備が進めら

れており，広域幹線道路としての役割を担うことが期待される。

　

　◆鉄　道

　鉄道交通については，１市１町内には駅がなく，他市町村所在の駅の利用となっている。

主な利用駅は，ＪＲ東北線古河駅，東武野田線愛宕駅，東武伊勢崎線東武動物公園駅等となっている。

　平成１７年秋には，つくばエクスプレスが開通予定であり，つくば市，守谷市所在の駅の利用が見込まれる

ところである。

　また，新市への鉄道整備として，地下鉄８号線の野田市までの早期整備及び利根川以北への延伸について，

－ ２６７ －

１１．１１４．１１４．８１９．３２５．９構成比
１５，１００１３，６５４１３，９５３１３，６９９１１，７７８第２次産業
４０．８４２．７４３．７４３．７３９．４構成比

１７，８００１３，７０５１３，１７４１１，５６６１０，３５７第３次産業
４８．１４２．９４１．３３６．９３４．７構成比



関係機関への要望活動を引き続き進めていく。

　

　◆バ　ス

　バス交通については，岩井市・猿島町から東京駅へ向かう高速バスが運行されているほか，周辺市町へ向

かう路線バスが利用されている。

　また，各市町において福祉巡回バスの運行や地域内の路線バスへの補助事業を実施し，住民の利便に供し

ているところである。

　新市においては，新市内の各中心市街地・庁舎・公共施設や周辺地域を結ぶコミュニティバスの運行を計

画しており，市民の利便性の向上を目指している。加えて，つくばエクスプレスの開通に合わせたバス路線

の確保についても，運行会社と協議を進めているところである。

５．将来の都市建設計画
�　新市建設の基本理念

　岩井市・猿島町の１市１町は，茨城県の南西部・首都５０㎞圏の立地条件を生かし発展してきた。今後，少

子高齢化社会を迎えるなかで，１市１町の合併によって，広域交通体系の整備効果や地域の特性を生かして，

魅力のあふれる安心して暮らせる都市づくりを進めるため，新市のまちづくりの課題を踏まえ，以下の３つ

の基本理念を設定した。

　

　①　発展・活力「広域交通体系の整備効果や地域資源を生かしたまちづくり」

広域交通体系の整備や地域資源等を生かして，新市の自立・発展を支える産業や都市機能

の充実を図り，魅力や活力に満ちたまちづくりを進める。

　・当地域は，首都圏中央連絡自動車道の整備により首都圏における新環状連携軸「首都圏環状地域

連携軸」に位置し，つくばなど軸上の拠点や首都から放射状に伸びる常磐，東北，関越などの高

速道路を通じて全国と結ばれるとともに，成田を通じて世界とつながるなど，新たな交流時代を

迎えることとなる。

　・新市においてはこれらの整備効果やつくばエクスプレスなどの鉄道交通の利便性を地域の発展に

積極的かつ効果的に生かし，経済的・都市的に自立した活力ある新市の形成を目指す。

　・日本を代表する生鮮野菜供給基地であることや豊かな自然環境など地域資源の集積を生かしつつ，

交流・連携軸の拡大に対応した産業振興や交流施策などを展開し，賑わいや地域の活性化を図る。

　②　安全・安心「誰もが心豊かに安心して暮らせるまちづくり」

子どもからお年寄りまで，誰もが安心して住み続けることができる生活環境の充実したま

ちづくりを進める。

　・急速に少子高齢化が進むなか，１市１町が合併することにより得られる行財政基盤の充実・強化

を生かして，重点的な施策推進や専門職員の配置など福祉サービスの充実を図り，質の高い福祉

社会を実現し，安心して暮らせるまちづくりを進める。

　・犯罪や事故，災害から市民の生命と財産を守るための施策を推進し，安全・安心に暮らせる地域

づくりを進める。

　・誰もが生涯を通じて社会に参加し，心の豊かさを育む文化活動，生涯学習機会等の充実を図ると

ともに，安心して産み育て，地域の未来を担う個性ある豊かな人材の育成など子育て・教育環境

の充実したまちづくりを進める。 

－ ２６８ －



　③　協働・共生「人と人が協働し，人と自然が共生するまちづくり」

人と人が協働し，手をたずさえ，ともに生きるまちづくりを進め，新市の一体感を醸成さ

せるとともに，人と自然が共生するまちづくりを進める。

　・市民の日常生活圏の拡大などに対応した広域的で利便性の高い行政サービスの提供に努める。

　・新たなまちづくりの展開にあたって，その主役である市民と行政が一体となった協働のまちづく

りを推進するとともに，一体感のある地域形成を図る。

　・これまで守り，培われてきた地域の自然や文化を，新市の財産として，今後も受け継ぎ，育てて

いくことが重要であり，人と自然が共生するまちづくりを進める。

�　新市の将来像

　新市においては，

　

　発展・活力　「広域交通体系の整備効果や地域資源を生かしたまちづくり」

　安全・安心　「誰もが心豊かに安心して暮らせるまちづくり」　　　　　　

　協働・共生　「人と人が協働し，人と自然が共生するまちづくり」　　　　

　

の３つの基本理念に沿ってまちづくりを進める。激動する社会情勢を乗り越え，新市のまちづくりを進める

には，岩井市，猿島町の１市１町の全ての住民が力を合わせ，新市を育てていくことが大切である。

　こうしたことから，新市の将来像を，

　「人と自然がおりなす　活力・安心・協働に満ちた   坂東市」

とする。

�　新市建設の基本方針

１．快適な暮らしと安全を支えるまちづくり（都市基盤・安全対策）

・首都圏中央連絡自動車道，国道３５４号バイパスなど地域の発展の基盤となる広域交通網の整備促進を図る。

・これらを踏まえつつ，市街地の連携や自然環境と都市機能が調和した都市づくりを実現する土地利用を推

進するとともに，広域交通網へアクセスする道路の整備や鉄道の利便性を生かしつつ，１市１町を結ぶ道

路・公共交通ネットワークづくりなどを進める。

・豊かな自然環境の中で，生活道路，上下水道など都市機能が整備された利便性の高い居住環境の形成を図

る。

・自然災害や犯罪などから市民の生命，財産を守り，市民が安全で安心して暮らせるよう防災・防犯対策の

－ ２６９ －

発展・活力

「広域交通体系の整備効果や地

域資源を生かしたまちづくり」

安全・安心

「誰もが心豊かに安心して

暮らせるまちづくり」

協働・共生

「人と人が協働し，人と自

然が共生するまちづくり」

「人と自然がおりなす　活力・安心・協働に満ちた　坂東市」



充実を図るとともに，安全なみちづくりや交通安全意識の向上など交通安全施策の推進を図る。

２．人と自然に優しい環境づくり（環境）

・新市は，猿島台地の平地林や農地などのみどり豊かな自然環境を有している。また，首都圏近郊緑地保全

区域，自然環境保全地域に指定されている利根川や菅生沼などは，首都圏における貴重な水辺環境となっ

ている。これらの自然環境を新市の財産として保全・継承するとともに，これらの豊かな自然に親しみ，

交流や学びの空間として活用する施策を展開していく。

・廃棄物処理や公害対策などの強化・充実を図るとともに，自然エネルギー等の効率的利用を促進するなど，

限られた資源を有効に活用し地球環境に優しい施策に取り組み，資源循環型のリーディング都市づくりを

進める。

３．飛躍的に増大する交流・連携を生かしたまちづくり（産業）

・新市においては，首都圏中央連絡自動車道の整備により飛躍的に増大する人，物，情報の交流・連携を生

かして国際化や全国との連携を図り，地域の活性化や雇用の確保，賑わいの創出など新市の発展につなが

るまちづくりを進める。

・農業を基幹産業として発展してきた新市は，日本を代表する生鮮野菜供給基地として，更に全国的地位の

向上を図るため，その集積や広域交通体系の整備効果を活用し，生産・流通体制の充実等これまで以上の

積極的なブランド展開などを図るとともに，これら地域農業振興の担い手となる後継者の育成を図る。

・既存の工業の振興を図るとともに，将来的には，広域交通ネットワークの整備を生かして，成田やつくば

等との連携のもと，流通・開発・研究系の集積拠点の形成を検討・促進する。

・様々な機能を備えた魅力ある商業の集積など，賑わいと活力のある市街地の活性化を図る。

・茨城県自然博物館，逆井城跡，豊かな自然，歴史，農業など内外に誇れる地域資源を生かした交流の増大

と観光振興を進める。

４．福祉，医療の充実による笑顔のあふれる社会づくり（福祉・健康）

・誰もが安心して生きがいのある生活が送れるように，高齢者，障害者，母（父）子家庭，低所得者等に対

する質の高い地域福祉施策を推進する。

・少子化や核家族化の進行，女性の社会進出が進むなか，地域全体で子供を育てる児童福祉，子育て支援の

推進を図る。

・誰もが生涯にわたって健やかな生活を送れるよう，予防医療・健康づくり施策の推進及び医療需要を踏ま

えた総合的な地域医療・緊急医療体制の充実を図る。

・バリアフリーやユニバーサルデザイ ン を取り入れた人に優しいまちづくりを推進する。
��

※ユニバーサルデザイン：まちづくりや商品開発において，高齢者や障害者をはじめ誰もが分けへだてなく快適に利

用できるよう，形や機能を設計の段階から取り入れていくこと。バリアフリー化の考えをさらに進めたもの。

５．過去，現在，未来をつなぐ文化の継承と未来を築く人づくり（教育・文化）

・新市には，平将門，逆井城跡，猿島茶，イベントなど有形・無形の地域を特徴づける歴史や文化があり，

これら地域が培ってきた文化を守り育てるため，イベントや施設整備を進めながら，地域内外へ発信して

いく。

・人づくりの基本は教育である。２１世紀を迎え，国際化が進展する中で，世界や地域に貢献し，様々な分野

で個性を発揮し活躍できる子ども達の教育の充実や産業振興等に対応した高等教育の充実を図るとともに，

近年の犯罪の低年齢化，不登校，いじめ問題などの課題へ対応した青少年健全育成の充実を図る。

・市民の多様化する学習意欲に対応し，バランスの取れた施設配置や施設のネットワーク化などにより，誰

もがいつでもどこでも自由に学ぶことができる生涯学習機会の環境づくりや市民一人ひとりが利用しやす

く，楽しめるスポーツ・レクリエーション活動の充実を図る。
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６．心かよう交流社会の形成と住民参加のまちづくり（住民参加・交流・コミュニティ）

・１市１町が合併し，共に歩んでいくため，地域間の交流を進め，イベント等のふれあいや交流機会の充実

など，１市１町がこれまで築き上げてきたコミュニティの連携を推進して，新市としての一体感の形成を図

る。

・合併による都市規模の拡大に対し，地域のニーズを的確に捉え，情報公開など開かれたまちづくりの推進

とともに，市民と行政が一体となった協働のまちづくりを推進する。また，男女が平等な立場でまちづく

りに参加し，いきいきと生活できる男女共同参画のまちづくりを進める。

７．新市のまちづくりを支える行財政基盤の確立（行財政）

・１市１町の合併により得られる効果を住民サービスの向上や新しいまちづくりに最大限に活用していく。

・管理部門の統合，適正な定員管理，専門的な組織・職員の配置などにより，行政需要の増大に対応した住

民サービス部門の充実を図るとともに，合併による効果を確実なものとするため，行政改革の推進に努め，

合理的，効率的で市民に信頼される行政運営を行う。

・また，合併後のまちづくりを進める基盤として，合併特例債等を有効に活用するとともに，長期的な財政

収支を見越した効率的で健全な財政運営を推進する。

・情報化施策に積極的に取り組み，各種行政事務の迅速化や効率化による行政サービスの向上とＩＴ社会に

対応した市民生活の利便性の向上を図る。

�　将来像を実現する主要施策

　このプロジェクトは，坂東市建設計画に掲げた各分野の施策を相互に連携させ，合併効果を生かして，総

合的・重点的・一体的に推進することにより，大きな効果を発揮させ，新市の将来像である「人と自然がお

りなす　活力・安心・協働に満ちた　坂東市」の実現を目指すものである。

　

１　野菜生産地ブランド拡充プロジェクト

　これまで，１市１町は，大消費地東京に近接した立地条件を生かし，生鮮野菜の供給基地として発展してき

た。合併により，生産額が全国屈指の都市になることや財政規模の拡大による重点投資，広域的・一体的な

取り組みが可能となることを生かして，新市が，全国一の野菜生産基地としての地位確立することを目指す。

　合併後の施策展開として，産・学・官と消費者が連携した〈仮称〉地域農業戦略会議を設置し，新ブラン

ド開発，新流通・販売戦略開発，循環型農業の推進，アグリパークの整備検討など，計画的・戦略的な取り

組みを進めるものである。

　

２　新交流連携プロジェクト

　新市の区域内においては，首都圏中央連絡自動車道のＩ．Ｃの設置が予定されており，全線開通時には，

新市は，首都圏を環状に結ぶ交流連携軸に位置することになる。　　

新市においては，この整備効果を生かして高速交通の拠点都市として地域の活性化を確実に進めることを目

指す。

　具体的な施策展開として，首都圏中央連絡自動車道Ｉ．Ｃ付近の土地利用方策の検討，地域の特性を生か

した１市１町の中心市街地の一体的な振興，新たな交流拠点の整備，イベント・交流の推進，水と緑のネッ

トワークを生かした交流の推進を進めるものである。

３　交通ネットワーク整備プロジェクト

　新市の区域内においては，首都圏中央連絡自動車道や国道３５４号バイパスなど，発展基盤となる広域交通網

の整備計画が進められている。これらの早期整備を促進するとともに，住民の生活圏に対応した生活利便性

の一層の向上に資する交通体系づくりを進める。　　

　そのため，新市内の１市１町を結ぶネットワーク道路である「新市幹線道路」や「新市準幹線道路」（国県

道），「地区幹線道路」の整備促進を図る。

　また，道路体系の構築と合わせ，１市１町の中心部・周辺を巡回するコミュニティバス（ノンステップバス
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等）の運行を進め，住民の生活利便に配慮した公共交通体系を構築するものである。

　

４　育み・支えあうまちづくりプロジェクト

　岩井市・猿島町の１市１町においても，急速に少子高齢化が進行しており，

　今後，更なる子育て環境の整備や高齢者福祉の充実が求められている。

こうしたなかで，新市においては，専門の組織や専門職の設置・配置が可能になることなど，合併効果を生

かして，若い世代が安心して子育てができる施策の展開や高齢者・障害者福祉の充実など，地域全体で支え

あう福祉施策の充実を図るとともに，新市の未来を拓く子供たちの教育の充実を図る。

具体的施策の展開として，学童保育や子育てサポーター制度の充実，子育て支援拠点施設の整備，拡充など

子育て支援システムづくりを進める。

　また，教育分野として，幼稚園と保育園の連携強化や，環境や情報化，国際化に対応した教育内容の充実

を図る。また，利便性の高い図書館ネットワークシステムの構築を図るなど，楽しく学べる環境づくりを進

めるものである。

　

５　資源循環型社会のリーディング都市づくりプロジェクト

　新市は，河川や平地林，農地など，内外に誇れる豊かな自然環境を有している。これらの恵まれた自然を

未来に引き継ぎ，持続的に発展していくことを目指して，住民と協働して，資源循環型リーディング都市づ

くりを実践する。

　具体的施策展開として，環境基本条例や計画の策定，堆肥化センター等の整備検討などを進める。さらに

資源循環型産業の育成として，環境に優しいゼロエミッション工業団地の整備検討などを進めるものである。

　資　料　１０　　合併に伴う専決処分

○専決処分条例

議案第１号

専決処分の承認を求めることについて

　地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分したので，同条第３項の規定に

よりこれを報告し，承認を求める。

　　　平成１７年３月３０日提出

 坂東市長職務執行者　　野　口　正　夫　　

＜別　紙＞

専　決　処　分　書

　地方自治法第１７９条第１項の規定により，下記事項を専決処分する。

　　　平成１７年３月２２日

 坂東市長職務執行者　　野　口　正　夫　　

記
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